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海上遭難者早期発見システムの開発 
その１ 海上遭難者の発見についての現状と課題 

 
Development of Early Detection System for Marine Victims 

Part 1 Current Status and Issues Regarding the Detection of Marine Victims 
 

内海康雄 1・小林洋平 2・松岡 繁 3・佐野木良生 4・ 
鈴木直康 5・水野尚淑 6・神原信祐 7 

UTSUMI Yasuo, KOBAYASHI Yohei, MATSUOKA Shigeru, SANOKI Yoshio, 
SUZUKI Naoyasu, MIZUNO Naoyoshi and KAMBARA Shinsuke 

 
 

1. はじめに 
1.1 背景 

地球温暖化に伴う異常気象や自然災害の増加
に伴い、海における遊泳や漁船操業等に関する遭
難事故に対応することは重要である。 

現在、海上遭難者の救助は海上保安庁、海上自
衛隊、漁業協同組合等の関係機関で行われており、
事故発生後の早期発見が重要である。 

これまで、遭難者の位置を知ることは、遭難者
自体や救命胴衣等からの発光信号を目視した通
報者による情報などに基づいている。 

近年、内閣府の準天頂衛星システム QZSS 
（Quasi-Zenith Satellite System）の利用が進み、
日本からオーストラリアまでの広い範囲で、1m
程度の精度での位置決めが容易かつ安価にでき
るようになっておりⅰ)、位置決めに関する様々な
利用が図られている。 
1.2 目的 

海上における遭難事故への対応を向上させる
ために、準天頂衛星を活用して、早期に海上遭難
者の位置を特定して、関係者に通報する早期発見
システムの開発を目的とする。 

そのために、救助関係者への聞き取りを含めた
現状の把握を行い、システムに要求される性能を
明確にした上で、開発を行う必要がある。 

ここでは、海上遭難者の捜索、救助などの状況
と開発目標とする機器構成等について述べる。 
 

2. 海上遭難者の捜索システムの状況 
これまでの筆者らの広島商船高専を含む調査

と、舞鶴市の海上自衛隊、海上保安庁の関係者へ
の聞き取り調査を踏まえて、開発するシステムの
捜索の対象と方法、必要となる機能などについて
述べる。 
2.1 捜索の対象と捜索時の課題 

対象としては、遊泳者と漁船、遊漁船、フェリー
等の船舶の乗客、乗組員、ダイバーなどのほか、
航空機の着水時の乗客、乗員などが考えられる。 

遊漁船は、乗客を沖合いの小島などに下ろす場
合があるが、その位置が確認でき、遭難時の救出
が業者側に義務付けられている。 

一方、1 名乗りの小型漁船、免許の要らないミ
ニボート（２HP 以下）の場合、携帯電話を持っ
ていたり、救命胴衣をつけていても、落水後の位
置確認が難しい。 

携帯電話の通信距離は、地上に中継基地局があ
れば沿岸から最大 20km 程度であり、水面下では
通信ができない。 

救命胴衣からの発光信号は波の上下動により、
海面上からは瞬間的、不連続にしか見えない。そ
のため発見することは難しい場合が多い。 

また、発光弾等を使用する方法があるが、夜間、
荒天時は、広い海域ではあまり有効ではない。 

一般に落水から救助までの時間は、水温により
変化し、水温 25℃で 72 時間以内、水温５～10℃
で 6 時間以内とされている。 

無人の小型漁船が発見されてからではなく、落
水時に直ちに検知して発報できるシステムが必
要である。 
2.2 現在の遭難に対応するシステム 

中大型の船舶には、世界海洋遭難安全システム
（GMDSS：Global Maritime Distress and Safety 
System）が装備されている。また個人でも使える、
世界全体で救難信号を関係機関に発信できる遭
難信号自動発信器 PLB（Personal Locator Beacon）
やスマホ用アプリがあり、日本でも幾つかの機種 

 

1 舞鶴工業高等専門学校 校長 
2 舞鶴工業高等専門学校 機械工学科 准教授 
3 一般財団法人衛星測位利用推進センター（SPAC）  

シニアアドバイザー 
4 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 マルチクラ

ウドビジネス推進部 
5 株式会社テックス 設計部部長 
6 M・S・K 株式会社 代表取締役 
7 JASTOM・取締役 
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が市販されている。
海上自衛隊、海上保安庁では、遭難者の位置が

ある程度特定できれば、現場に急行して、ブイを
投下して海流の動きを計測する、あるいは波が穏
やかであればレーダーで探知するなどして、必ず
救助できるとしている。
 一方で、海上および地上からの携帯から１１８
番や上述のシステムによる通報が誤報の場合が
ある。システム使用中の誤操作、誤作動のほか、
廃棄後の誤作動があり、回収に工夫を要する。

また、実働する人員等の資源に限りがあるため、
通報が多くなるとすべてに対応することはでき
なくなる。

今後の南海トラフなどの大地震･大津波による
十万単位の遭難者数を考えると、システムを普及
させる場合には、トリアージのような考慮が必要
となると思われる。
 また、落水後の遭難者の動きや身体環境の予測
に使えるデータ・プラットフォームとして、経済
産業省の Tellus（テルース）ⅱ)と海上保安庁の「海
しる」ⅲ)がある。

前者は、日本初のオープン&フリーな衛星デー
タ・プラットフォームであり、海水温などのデー
タを得られる。後者には、海に関する多様かつ詳
細な計測データが蓄積されている。

これらにより、落水後の位置予測に必要な海流
の速度分布、海面上の風速分布、表面海水温の分
布などを知ることができる。

なお、それぞれのデータは空間的･時間的な解
像度が異なるため、実際の利用には注意が必要で
ある。

上記の議論を、システムの使用者と捜索を行う
関係機関と行ってきたが、開発しようとしている
システムに対する緊急かつ大きなニーズがある
ことと、必要とされる機能を確認できた。

2.3 必要とされる機能 
現時点での性能上で考慮すべき点は以下の通り
である。
１）バッテリーの長寿命化

高性能で軽量なバッテリーが必要となる。また
システム自体の消費電力を少なくする必要があ
る。落水時から救助までの時間を考慮して、全体
の性能を決めることになる。
２）通信距離の確保
 海上同士での通信距離は数十 km 以上などと
大きいことが望ましい。一方、海上では遠距離に
なると地球が球面であるために通信が難しくな
るので、高度を確保した通信を考える必要がある。
３）通信経路の安定性
 発信器が海上で動揺するので、受信器との安定
した通信経路を持つ必要がある。波が３ｍ以上の
際には、発信側のアンテナは 50cm 以下だと通信
が不安定となる可能性がある。
４）コスト

機器の製造コストと通信にかかるコストを考
慮する。廃棄後の誤動作を考えると、製造、使用、
廃棄までのトータルな管理が必要となる。
５）落水者の行動

落水後にパニックに陥った人は、機器操作を繰
り返すために、システムの電気容量を消耗するこ
とが多い。遭難者に対する捜索側の対応状況の伝
達が有効と考えられる。
６）その他
 荒天時にも使える防水性能、救命胴衣に装着す
る際の形状･重量などを検討する。

3. 提案するシステム 
3.1 システムの構成 

提案するシステムは、準天頂衛星みちびきを利
用し、着水を検知してその位置を正確に通知し、

図 1 海上遭難者早期捜索システムの概要 
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早期救助を支援する。概要を図 1 に示す。
１）準天頂衛星 QZSS みちびき

全地球測位システム（GPS）と同じように衛星
により現在地を測定できるシステム。「日本版
GPS」と呼ばれ、世界初のセンチメートル級の測
位を実現している。
２）GPS 端末

救命胴衣に装着される。バッテリーと通信装置
を持つ。防水性能、軽量化などが求められる。
３）中継器

乗員が乗り込む船舶、救命ボート等に設置され
る。GPS 端末と管理側との相互通信を行う。
４）管理端末あるいはクラウドサーバ

地上に設置される。得られた情報を関係機関に
知らせると共に、関係機関の対応情報を落水者に
知らせる。
3.2 システムの動作 

作成したプロトタイプは、以下の動作を順に行
う。
１）落水の判断

ａ）落水状態となった時、GPS端末（救命胴衣）
の“強制発信ボタン”押下により、救難信号の送信
を開始する。

ｂ）船舶などに取り付けた Bluetooth ビーコン
からの受信信号が閾値以下になると落水状態と
判断、救難信号を送信する。
２）落水検知後の通信

ａ）GPS 端末は QZSS から得た位置情報と端
末の ID 情報をプッシュ通知する。この時、GPS
端末と受信機は LPWA（Low Power Wide Area） 
で接続される。

ｂ）漁船等に搭載される中継器を介して、救難
信号を受信した受信機は管理端末（またはクラウ
ドサーバ）に救難情報を伝達する。

ｃ）管理端末に、救助信号発信元の位置情報及
び端末 ID（乗務員情報）が表示される。
３）関係機関の落水対応時

管理端末側で 遭難に対する対応状況を遭難者
に知らせる。GPS 端末にて、指定した定型句を用
いて、落水者に対して音声の再生ができる。
 以上に基づいて、実システム開発へ向けて、シ
ステムの機器の改良とシステム全体の動作の検
証を行っている。これまでに海上において、基本
的な動作を確認した１，２）。
 
4. おわりに 

落水による海上遭難について、漁業等の従事者
と捜索側の関係者に聞き取り調査を行った。その
結果、以下の項目が明確になった。 
１）一人乗りの小型漁船などの捜索が難しい。 
２）落水時における位置特定が、救助までの時間
を考えると重要である。 

３）落水時の位置特定システムの必要性がすべて
の関係者から要望されている。 

また海上遭難者の早期発見システムの機器構
成と機能の提案を行った。今後は、作成した機器
のプロトタイプを用いて、仕様の検討とシステム
の検証実験を行っていく。 
 
謝辞：本報告をまとめるにあたり、海上遭難につ
いての現状の聞き取り調査へのご協力と、システ
ムについてのご助言を頂いた、海上自衛隊教育隊
浅沼弘巳教育司令(当時)、海上保安学校粟津  
秀哉校長、広島商船高等専門学校辻啓介校長、
SBI ホールディングス株式会社渡辺秀明顧問(工
学博士)に感謝申し上げます。 
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Development of Early Detection System for Marine Victims 
Part 1 Current Status and Issues Regarding the Detection of Marine Victims 

 
UTSUMI Yasuo*, KOBAYASHI Yohei, MATSUOKA Shigeru, SANOKI Yoshio,  

SUZUKI Naoyasu, MIZUNO Naoyoshi, and KAMBARA Shinsuke 
*Corresponding author: y.utsumi@maizuru-ct.ac.jp 

 

 

Abstract:  

In recent years, the use of the quasi-zenith satellite, QZSS, has been advanced, and positioning with an accuracy 

of about 1 m can be achieved easily and inexpensively over a wide range from Japan to Australia.  

   This study is aimed to develop an early detection system that uses QZSS to identify the location of marine 

victims at an early stage and notify relevant parties to improve the response to marine accidents. 

   The survey including interviews with rescue personnel has been performed to understand the current situation, 

to clarify the required performance of the system, and to develop the actual system. It results in the following items. 

1) It is difficult to search for small fishing boats for one person. 

2) It is important to specify the position at the time of the fall, considering the time before rescue.  

3) The need for a location identification system at the time of falling water has been requested by all parties 

concerned. 

We also proposed the equipment configuration and function of the early detection system for marine victims. In 

the future, we will examine the specifications and improve the prototype as a real functioning system. 

 

Key words: Marine Victims, Detection System, QZSS 
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二酸化炭素排出と経済のデカップリング 
に関する研究 

 
Decoupling Possibility of CO2 Emission and Economic Development  

– A Case Study of the G20 Economies – 
 

四蔵茂雄 1 
Shigeo SHIKURA 

 
 

1. はじめに 
化石燃料が支える我々の社会は，二酸化炭素

（CO2）の排出と共に経済発展してきたが，今や
限界を迎えている．地球温暖化防止のためには，
これ以上の CO2 の排出は許されない状況となっ
ている．では，温暖化防止のために我々は経済的
に豊かになることをあきらめたかというと，そう
いう訳でもない．豊かさへの欲求は今後も止みそ
うにない．問題は，排出削減（ゼロエミッション
化）を追及しつつ，経済成長を果たすこと，この
ことである．しかし，果たしてこれは可能なので
あろうか． 
経済的豊かさ（GDP：国内総生産）と環境質（例

えば，CO2等）の関係をめぐって，これまで多く
の研究が行われてきた．その中で，経済発展のあ
るレベルまでは環境質は悪化するが，そのレベル
を超えると環境は改善へと進むという仮説が登
場し広く関心を集めるようになったⅰ）．横軸に
GDP，縦軸に環境質を取ってグラフ化すると逆 U
字型になる曲線は，環境クズネッツ曲線（EKC）
として知られている．EKC 仮説が成立すれば，
環境質が改善された社会へ向かう経済発展が可
能だと理解されるため，その成否が大きな論点で
あったⅱ）．また併せて，成立するならそれはどん
な環境質か，その転換点（発展レベル）はいつか，
ということに関心が集まっていた．  
一方，経済成長と環境質の関係を考えるに当た

り，近年“デカップリング（decoupling）”という概
念が登場し，こちらにも関心が集まっているⅲ）．
デカップリング分析は，文字通り両者の進行が分
離されているか否かの評価に力点を置いた分析
である．EKC 仮説の検証とデカップリング分析
は，分析の視点・目的に本質的な違いはない．両
者の違いは，評価の時間軸にあるように思われる．
前者が中長期の将来展望に，後者が短期の，直近
将来の見通しに関心を置いているように見える． 
本稿では，国家レベルの経済成長と CO2 排出

量に関するデカップリング分析を行う．温暖化防
止の緊迫度が増す中，2015 年に温暖化防止の新

たな枠組みであるパリ協定が成立した．パリ協定
下では，原則，国家単位での対応が求められ，ま
た，短期間（5年毎）の排出削減量がチェックさ
れる１３）．そのため，国家レベルで短期の将来を
見通すことは，締約各国にとって極めて重要な課
題になっている． 
本研究では，CO2排出量に及ぼす GDPの影響

について，パス解析の手法を使い，直接効果だけ
でなく間接効果をも評価する．これが既往研究に
はない本研究の最大の特徴である．また，見せか
けの回帰（Spurious Regression）を排除した真のデ
カップリングの状況を評価することも目的のひ
とつである． 
本研究では，はじめにデータの処理方法を詳述
し，次いでデカップリングの検証結果とパス解析
の結果を述べ，最後に米，中と我が国について，
デカップリングの課題を指摘する． 
 
2．研究方法 
2.1 分析方法 
本研究では，CO2への影響要因として，テーマ

1：GDPのみの場合，テーマ 2：GDP以外の要因
も含めた場合の 2ケースを分析する．テーマ 1は
GDP の直接効果を，テーマ 2 は間接効果を含め
た総合評価を行うことを意図している． 
2.1.1 テーマ 1の分析方法 
テーマ 1 の分析手順を Fig.1 に示す．分析は，

(1)回帰前検定，(2)回帰分析（OLS法），(3)後検定，
(4)再回帰分析（CO 法あるいは GLS 法）の流れ
で進めた．先に述べたように本研究の目的の一つ
は，見せかけの回帰を避けた解析を行うことであ
る．そのため，前検定として定常性の検定（単位
根検定と共和分検定）を行った．単位根検定では，
ADF検定を主に使い，ラグ次数は AICや BICを
参考に決定した．共和分検定では，Engle-Granger
検定を使った．データが非定常と判定された場合
は，階差もしくはトレンド除去によって定常化し
た．定常化したデータについても単位根検定を行
い，定常性を確認した．変数間に共和分関係が認
められた場合は，レベルデータのまま回帰分析に
供した．回帰分析に用いたモデル式は，GDP に1 舞鶴工業高等専門学校 建設システム工学科 教授 



関する式(1)の一次式と式(2)の二次式である．式
(1)はデカップリングの評価，式(2)は EKC仮説の
検証に用いた． 
 
      CO2=α+β∙GDP+μ (1) 
      CO2=α+β∙GDP                                     

+γ∙(GDP)2+μ (2) 
ここに， 

CO2：一人当たり CO2排出量， 
GDP：一人当たり GDP， 
μ  ：誤差項， 

 
回帰分析の後に，系列相関検定（DW検定）と

分散不均一検定（Breush Peagan 検定）をそれぞ
れ行った．回帰分析法としては，最小二乗法（OLS
法）を用い，系列相関がある場合は，コクランオー
カット法（CO法），不均一分散がある場合は，一
般化最小二乗法（GLS法）を用いた．以上の分析
と検定には，解析ソフト gretlを使った． 
2.1.2 テーマ 2の分析方法 
テーマ 2では，パス解析の手法を用い，GDPの

直接影響に加え，GDPと CO2排出量の連関に介

在する間接要因の影響をも明らかにする．本研究
で仮定したパス図を Fig. 2に示す．考慮した変数
（間接要因）は，(1)化石燃料消費（Fossil fuel 
energy consumption [ Fossil]）， (2)可燃再生可能エ
ネルギーと廃棄物（Combustible renewables and 
waste [CRW]），(3) 一人当たりエネルギー利用
（Energy use per capita [Energy]），(4) 再生可能資
源 に よ る 電 力 （ Electricity Production from 
renewable sources [Relect]）である．(3)は主に薪材
等のバイオマス資源である．CO2 に向かう 5 つ
のパスのうち，太矢印が直接効果で，他が間接効
果を表している． 
人は豊かになれば（GDPが向上すれば），エネ
ルギー（Energy）を多く需要し，また化石燃料
（Fossil）をより多く消費するようになるが，さ
らに豊かになれば風力や太陽光発電などの再生
可能電力（Relect）への投資を行う．これは化石
燃料消費を抑制させる働きをする．また，バイオ
マス（CRW）は，途上国では主要なエネルギー源
であるが，豊かになれば商業エネルギーへの転換
が進み CO2 排出を刺激する一方で，豊かな先進
国は CO2排出削減のためバイオマスへの回帰を
進めようとする．豊かさの進展は，CO2排出削減
にも排出増加にも作用する可能性がある． 
パス解析に用いた方程式は，Fig.2 中に示す番

号（3）ならびに（4）のパスに対応する単回帰式
と以下の式(5)～(7)の重回帰式の計 5 本の方程式
群である．モデル式より得られた回帰係数（パス
係数）を，パスの流れに従い乗じて，GDP から
CO2に至る 5つのルートの影響を算出した． 
テーマ 2の解析に用いたデータは，テーマ 1の
手順にならい定常化した後，変数間の影響度を比
較するため，さらに標準化したものである． 

 
CO2=f(GDP,Energy,Fossil,CRW,Relect) (5) 
Energy=f(GDP,Fossil,CRW,Relect)  (6) 
Fossil=f(GDP,CRW,Relect)   (7) 

ここに， 
CO2 ：一人当たり CO2排出量， 
GDP ：一人当たり GDP ， 

Data 

Pre-treatment 

Non-stationary 

Stationary 

OLS Estimate 

Auto-correlated 

No 

Homogeneity 

End 

CO Estimate 

GLS Estimate 

Heterogeneity 

Auto-
correlation test 

Heteroscedasti
city test 

Stationarity test 

Stationarization 

Fig.1 Procedure of Regression Analysis 

GDP 

Fossil 

CRW 

Energy 

Relect 

CO2 

(3) 

(4) 

Fig. 2 Path Diagram 
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Fossil ：化石燃料消費， 
CRW ：可燃再生可能エネルギーと廃棄物， 
Energy ：一人当たりエネルギー消費， 
Relect ：再生可能資源による電力 
 

2.2 分析用データ  
本研究で使用したデータは，テーマ 1，2共に

全て世界銀行のデータベース（WDI：World 
Development Indicators）からダウンロードし入手
した１４）．WDI が提供する CO2 排出量の元デー
タ（出典元）は，Oak Ridge National Laboratory（米
国）であり，CO2排出量にはエネルギー消費に伴
うCO2とセメント産業によるCO2が含まれてい
る．GDPには様々なものがあるが，本研究では，
2011 年基準の購買力平価の GDP（2011 PPP 
International $/person）を利用した．再生可能資源
による電力には，水力発電は含まれていない．エ
ネ ル ギ ー 関 連 デ ー タ の 出 典 元 は ， IEA
（International Energy Agency）である． 
入手したデータはパネルデータとせず，各国単

独の時系列データとして分析に供した．CO2
データが入手できる期間が 2014年までであるた

め，分析の期間は，1990年～2014年とした．本
研究では，G20を分析対象国とした．G20は様々
な国家から成り（我が国を含む先進国，移行国，
途上国，産油国等），その経済規模や CO2排出規
模の大きさ故（いずれも全世界のおよそ 8割），
分析対象国に選んだⅳ）．入手したデータの例とし
て日本のデータを Appendix 1 に，対象国のコー
ド表を Appendix 2に示す． 
 
3．結果 
3.1 CO2排出量の変化 

Fig. 3 は，国別一人当たり CO2 排出量の経年
変化を示している．これより，米国やカナダ，オー
ストラリア等の国々では，相対的に排出量レベル
は高いものの，近年減少傾向にあること，フラン
スやイタリア等の EU 諸国は中程度の排出量で
あるが，やはり減少傾向にあること，我が国は期
間を通して変化が小さいこと等が見て取れる．対
して，サウジアラビアでは排出量が著しく増加し，
最近では米国やオーストラリアをも凌ぐレベル
に達していること，ロシア，韓国，中国等でも排
出量が増加し，EU諸国を超えていることがわか 
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する評価は分かれている．Wu et al.１７）や Pao et 
al.１８）はデカップリング状態であると言うのに
対し，Csereklyei１９），Chen et al.２０）はデカップリ
ングにない（弱デカップリングである），Wang et 
al.２１）は弱デカップリングから強デカップリン
グに移行しつつあると結論している． 

 (b)は被説明変数が“CO2/GDP”のケースであ
る．CO2/GDP は GDP 当たり CO2 排出量であり，
効率性指標あるいは技術指標であると解釈され
る．(b)を見ると，符号の変化パターンが“4”の国
が多くなっている．特に，中国やインド，メキシ
コ，ロシア等の途上国・移行国では，変数（GDP）
が有意であり，これらの国々では GDP の上昇に
伴いエネルギー利用効率の改善が進んでいる．我
が国は，イタリアや韓国，米国と同様に変化パ
ターンが“3”である．我が国と米国は技術改善が
見せかけである可能性があり，イタリアと韓国で
は技術効率が悪化している． 
3.2.3 EKC 仮説の検証 

モデル式(2)を用いて EKC 仮説を検証した．
EKC 仮説に期待される符号条件は，β> 0，γ< 0 で
あるが，ほとんどの国で γ は有意に計測されな
かった．γ が有意であったのは，韓国，トルコと

ドイツであった．ただし，ドイツの場合，回帰式
の決定係数（A-R2）が 0.102 と極端に低いため，
回帰式に意味を求めるのは困難と判断した．した
がって，今回の解析では EKC 仮説が成立するの
は韓国とトルコの 2 ヶ国と結論された． 
3.3 パス解析による CO2 排出要因分析 

パス解析の結果を，Table 3 に示す．表中の数
値は，各サブルート上の全てのパス係数の積であ
り，GDP がこのルート経由で CO2 排出に及ぼす
影響の程度を表している．太字の数値は統計的に
有意であることを示している．合計（Total）は，
CO2 排出量と GDP の単回帰式における回帰係数
（相関係数）と⼀致し，GDP の CO2 排出量に及
ぼす総合効果を表している．ロシアやイタリア，
日本，トルコ，米国等では，この値が大きく，GDP
は CO2 排出量に大きく影響を及ぼしているのに
対し，ドイツ，インド，南アフリカ，フランス等
では， はほとんど影響を持っていないこと
がわかる．

Table 3 に示すように，ルート  はエネルギー
利用効果，ルート  は化石燃料効果である．
はバイオマスと最エネ電力以外のエネルギー種
の選択・シェア・利用効率等を， は化石燃料
の種類・シェア・利用効率等を反映した効果で

Table 2 Coefficient Estimated on Stationary and Non-stationary data 

 
〇: 10% or more significant, × : not significant,  
Coefficient sign change pattern; 1:＋ →＋,  2:＋ → −,  3:− →＋,  4:− → − 

Non-
stationary

data

Stationary
data

ARG 〇 〇 1
AUS 〇 〇 1
BRA 〇 〇 1
CAN × 〇 1
CHN 〇 〇 1
FRA 〇 × 3
DEU 〇 × 3
IND 〇 × 2
IDN 〇 〇 1
ITA 〇 〇 1
JPN 〇 〇 1
KOR 〇 〇 1
MEX 〇 〇 1
RUS 〇 〇 1
SAU 〇 〇 1
ZAF 〇 × 1
TUR 〇 〇 1
GBR 〇 〇 3
USA 〇 〇 3
No. 18/19 15/19 -

(a) CO2 percapita : GDP percapita

Count
ry

Significance
Change
of coeff.

sign

Non-
stationary

data

Stationary
data

ARG 〇 × 3
AUS 〇 × 4
BRA × × 1
CAN 〇 × 4
CHN 〇 〇 4
FRA 〇 × 4
DEU 〇 × 4
IND 〇 〇 4
IDN 〇 × 1
ITA × 〇 3
JPN 〇 × 3
KOR 〇 〇 3
MEX 〇 〇 4
RUS 〇 〇 4
SAU 〇 × 1
ZAF 〇 〇 4
TUR 〇 〇 4
GBR 〇 × 4
USA 〇 × 3
No. 17/19 8/19 -

(b) CO2 / GDP : GDP percapita

Count
ry

Change
of coeff.

sign

Significance
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ある．IV がバイオマス効果，V が最エネ電力効
果である．ルート I は直接効果を表している．
直接効果は，間接効果で説明できない残りの効
果である．例えば，省エネ効果やエネルギーの
相似拡大的・縮小的利用のような効果が考えら
れる． 

同表を見ると，全体的にルート I〜III の影響が
強く現れ，IV と V はほとんど影響を持っていな
いことがわかる．バイオマス効果が小さいことは，
中国やインド，ブラジル等の途上国では，バイオ
マスの利用削減が CO2 排出増加に影響をもたら

Table 3 Result of Path Analysis 
ARG AUS BRA CAN CHN

I Direct Route 1 GDP→CO2 -0.031 -0.047 0.026 0.110 0.386
II Energy Use Route 2 GDP→Energy→CO2 0.000 0.000 0.000 -0.022 0.000

3 GDP→Fossil→CO2 0.523 0.420 0.644 0.575 0.031
4 GDP→Fossil→Energy→CO2 0.000 0.000 0.000 -0.097 0.000
5 GDP→CRW→CO2 -0.002 -0.021 -0.031 0.008 -0.040
6 GDP→CRW→Energy→CO2 0.000 0.000 0.000 -0.028 0.000
7 GDP→CRW→Fossil→CO2 0.008 0.069 -0.072 -0.052 0.003
8 GDP→CRW→Fossil→Energy→CO2 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000
9 GDP→Relect→CO2 -0.018 0.002 0.001 -0.036 0.023
10 GDP→Relect→Energy→CO2 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000
11 GDP→Relect→Fossil→CO2 0.022 -0.022 -0.010 0.093 0.000
12 GDP→Relect→Fossil→Energy→CO2 0.000 0.000 0.000 -0.016 0.000

0.502 0.400 0.558 0.548 0.403

Route Name Sub-route

Total

Fossil Fuel Route

Biomass Route

Renewable Electlicity
Route

III

IV

V

FRA DEU IND IDN ITA JPN KOR MEX RUS SAU ZAF TUR GBR USA
1 -0.077 -0.219 -0.285 0.246 0.271 0.111 0.040 0.305 0.052 0.314 0.079 0.103 0.025 -0.054
2 -0.008 0.000 0.042 0.000 -0.001 0.010 0.000 0.000 0.841 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.403 0.072 0.013 -0.040 0.595 0.563 0.566 0.252 0.000 0.039 0.075 0.667 0.418 0.819
4 -0.031 0.000 0.163 0.000 -0.015 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.012 0.130 -0.005 0.125 -0.001 -0.013 0.002 0.018 -0.001 -0.018 -0.074 0.009 0.001 0.003
6 0.003 0.000 0.002 0.000 0.002 -0.003 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 -0.235 -0.012 0.000 0.007 -0.040 0.084 -0.006 0.004 0.000 0.012 -0.050 -0.046 -0.006 -0.001
8 0.018 0.000 0.005 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.008 0.101 -0.008 0.014 -0.027 0.009 -0.024 0.005 0.003 0.000 0.000 -0.001 -0.012 0.000

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.008 0.000 0.000 -0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.016 -0.046 -0.001 0.000 0.067 -0.046 0.024 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.018 0.045 0.002
12 -0.001 0.000 -0.007 0.000 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.107 0.026 -0.082 0.352 0.854 0.732 0.602 0.583 0.893 0.348 0.029 0.713 0.471 0.768

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

I II III IV V

Group A Group B Group C Group D Group E

Fig. 5 Direct and indirect effect of GDP 
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していないこと，先進国ではバイオマスの利用推
進による CO2 排出削減効果が依然として小さい
ことを，それぞれ示唆している．最エネ電力の影
響の小ささは，このエネルギーの利用が依然限定
的であるためであると思われる． 

Table 3 のデータをルート毎に集計し，5 つのグ
ループに分けて特徴を拾い出した．これを Fig. 5
に示す．グループ A はロシア 1 国からなる．ロ
シアは CO2 排出量に対する GDP の影響が極め
て大きいこと，そのほとんどがエネルギー利用効
果によるものであることが特徴である．ロシアは
ソビエト解体後の経済的低迷からの回復とそれ
に伴うエネルギー需要の増加，加えて天然ガス等
の化石燃料だけでなく，水力や原子力の利用も進
めているため，このような結果になったのではな
いかと思われる． 
グループ B は，イタリア，日本とトルコから

なる．このグループは，GDP の影響が大きいこ
と，その影響のほとんどは化石燃料効果であるこ
と，ただし直接効果も有意に認められることが特
徴である．直接効果が有意であることは，中国や
メキシコ等の途上国を代表するグループ D と共
通している． 
グループ C は，米国，アルゼンチン，ブラジ

ル，オーストラリア，カナダ，韓国，英国からな
る．このグループは，米国を除き GDP の影響は
相対的に中程度であり，化石燃料効果が大きいこ
と，グループBとは違い直接効果はマイナスか，
プラスでも小さいことが特徴である．グループ D
は，中国，メキシコ，サウジアラビア，インドネ
シアからなる．このグループでは，GDP の影響
はグループ C よりもさらに小さく，直接効果の
みが有意であることが特徴である．グループ Eは，
ドイツ，インド，南アフリカ，フランスからなる．
これらの国々では，プラスの間接効果とマイナス
の間接効果が打ち消しあって，総合効果がほぼ
0.1 以下となっている．グループ E がデカップリ
ングと判定されたのは，このことに起因している
ものと思われる． 
 
4．考察 
経済と CO2 排出量の関係において，ドイツ，

インド，南アフリカ，フランスの 4 ヶ国はデカッ
プリング，トルコと韓国は EKC 仮説が成立する
が，米国や我が国を含むその他の国々は，デカッ
プリングでもなく，また EKC 仮説も成立しない
ことが明らかとなった．パス解析によると，ドイ
ツ等の４ヶ国では，プラスの間接効果（排出増加
要因）をマイナスの間接効果（削減要因）が相殺
していた．ドイツでは直接効果が，フランスでは
バイオマス効果がマイナス要因として働いてい
た．今後，その他の国々においても，デカップリ
ングを達成するためには，プラス効果を縮小する

と共にマイナス効果を拡大する必要がある．その
ために必要な⽅法は，それぞれの国が抱える事情
によって異なるものである．ここでは，主要な
国 （々米中）と我が国に対して，本研究のもたら
す政策的インプリケーションを指摘しておきた
い． 
インドや南アフリカより先行する中国やメキ

シコ，インドネシア等のグループ D の国々にお
いては，直接効果を下げることが必要である．こ
のことは，これらの国々でも炭素効率（CO2/GDP）
の改善が進展しているとは言え，なお⼀層の改善
の必要性を示唆しているものである．特に，中国
は世界の CO2 排出量のおよそ 3 割を排出してい
るため，同国における省エネの推進・技術革新は，
温暖化防止の観点において極めて重要な課題で
ある． 
世界第二位の排出国・米国では，GDP の CO2

排出に及ぼす影響のほとんどが，化石燃料効果に
よるものである．そのため，この部分の改善が不
可欠である．2000 年中期以降，米国ではシェー
ルガスの普及が進み，これが CO2 の排出量を大
きく減少させることに寄与した．また，原子力発
電の見直し，最エネ促進等の脱化石燃料化も進め
られている．そのため，今後も継続的に CO2 排
出量は減少していくものと期待される．ただし，
我が国やドイツと比べるとエネルギー効率は圧
倒的に低い状況である．そのため，化石燃料の利
用効率の改善は，同国最大の課題である． 
我が国はグループ A（ロシア）と並びデカップ

リングからは最も遠いグループであるグループ
B に属している．我が国が抱える最大の課題は，
これである．経済発展は依然として CO2 排出に
大きな影響を与えている．また，我が国では化石
燃料効果に加え，直接効果も有意に影響している．
これはグループ D（中国等の途上国）と類似した
特徴であり，イタリアを除く他の先進国では見ら
れないものである．我が国が有するこのような特
徴は，震災以降の原子力発電の停止と化石燃料へ
の依存の高まりが影響したものと推察される． 
今後の対策については，エネルギー計画２２）を

ベースとした⻑期戦略２３）に従い実施されるも
のと思われるが，焦点は省エネを初めとする技術
開発，再エネの普及，そして原発の取り扱いであ
ろう． 

 
5．おわりに 
本研究では，G20 を対象に経済と CO2 排出量

の関係を回帰分析ならびにパス解析の手法を用
いて調べた．分析の前段階としてデータの定常性
の検定と定常化を行った．その結果，多くの国が
デカップリング状況にないことが明らかとなっ
た．国際社会は，温暖化防止のため 2030 年に 45%
削減，2050 年にネットゼロエミッションを目標
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に掲げているが２４），本研究の成果は経済を犠牲
にしない排出削減は困難であることを示してい
る．では，実際に経済発展を犠牲にしてよいかと
いうと，それはできない．国際社会にとって温暖
化防止は最優先の課題ではあるが，唯⼀の課題で
はない．貧困，医療，教育等多くの課題にも，同
時に対応していかなければならない２５）．こう
いった問題群に対処するためには，各国の財政基
盤の強化とそれを裏打ちする経済発展が不可欠
である．国際社会には，全体を等しく俯瞰した冷
静な対応が必要だろう． 
なお，米国やカナダ，オーストラリア，イタリ

ア等の先進国においても 2000年中期以降にCO2
排出量が減少し始めている．この状況が今後も継
続すれば，結果は異なったものになるものと思わ
れる．今後のデータの蓄積を待ち，再度分析を行
いたいと考えている． 

 

註 

i) 環境クズネッツ仮説が注目されるきっかけは，世界
銀行の 1992 年版 World Development Report１）であ
る．同書（p11，Fig.4）では，経済発展（⼀人当たり
所得の向上）に伴う環境質の変化を 3 つに類型化し
て図示しているが，その中の⼀つが逆 U 字型の曲線
を示している．大気汚染や水質汚濁がこのタイプで
あると指摘している．なお，CO2 は逆 U 字型では
なく，右上がりの曲線に当たる（所得の向上と共に
悪化する）環境質の例として示されている． 

ii) EKC 仮説については，膨大な研究の蓄積がある．
Science Direct の論文検索で，“CO2”, “ Environmental”, 
“Kuznets”をキーワードとして検索すると，2010 年
以降に限っても 770 本がヒットする（2019.11.30 ア
クセス）． 
近年の研究では，GDP と CO2 排出量に関して

EKC 仮説が成立するという報告が多いように思わ
れるが，成立しないという報告も少なくない．例え
ば，Van Tran et al.２），Arminen & Menegaki３），Zhang 
& Liu４），Lin et al.５），Baek６），Fernandez et al.７），
Luzzati, T. et al.８），Hove & Tursoy９）等がある．成立・
不成立の評価が分かれる原因は，研究目的や分析条
件が研究毎に異なっていることが影響している．例
えば，対象環境質，用いられるデータの質や期間，
データの前処理法，推定モデル，さらにはモデルの
推定⽅法等の違いが，結果に影響しているためであ
る． 
分析法としてはパネルデータによる解析が主流

となっているが，時系列データを使った解析もある．
例えば，Apergis１０）は先進 15 ヶ国を対象に調査し，
12 ヶ国で EKC 仮説が成立すると述べている．Lazar 
et al. １１）は中東欧諸国を対象に，二次式では 7 ヶ国
中 2 ヶ国，三次式では 11 ヶ国中 4 ヶ国で EKC 仮説
が成立すると報告している．Ahahbaz et al. １２）は
1880~2015 年という超⻑期のデータに基づき G7 を
対象に分析し，日本以外では EKC 仮説が成立する
と報告している． 

iii) デカップリングに関する研究は，EKC 仮説研究に比
べると圧倒的に少ないが，2010 年以降になり徐々に

増えてきている． Zhang１５）や Tapio１６）が初期のも
のと思われる． 

iv) 以下は，WDI のデータに基づく． 
①GDP（Constant 2010 US$, 2014 年） 

G20 計÷世界 217 か国計  
＝(5.6786×1013 )/ (7.3713×1013 ) = 0.77   

②CO2 排出量（2014 年） 
G20 計÷世界 217 か国計  
＝ 27,068,059kt ÷ 33,848,394kt = 0.80 

v) Tapio１６）は CO2 排出量の GDP 弾性値をデカップリ
ング指標として提案し，これを元にデカップリング
の程度を 8 つに分類した．例えば，①ΔCO2 < 0, 
ΔGDP > 0,σ≦ 0 なら強デカップリング， ②ΔCO2 > 
0, ΔGDP > 0, 0.<σ< 0.8 なら弱デカップリング，とし
た．ここに，σ は弾性値，Δ は時間差分オペレータ
である．本研究では，β≦0 をデカップリング，β> 0
をカップリングとする．デカップリングについては，
期間平均のとは，>0，>0 であるか
ら，β≦0 なら，     ⁄  より，弾性値 σ≦ 
0 となり，Tapio と同義である．カップリングにつ
いては，Tapio は 0 <σ< 0.8 として，これを弱デカッ
プリングとしているのに対し，本研究では β> 0 を
カップリングとする．この点が，相違点である．弱
デカップリングでも，CO2 排出が上昇トレンドを持
つことは強デカップリングと違いはない．誤解を招
きやすい印象を与える恐れがあると思われるで，本
研究では採用しないこととする． 
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Appendix 1 Data of Japan 

 

year CO2 GDP Energy Fossil CRW Relect
1990 8.87 30,582 3,551 3,003 36.6 91.6
1991 8.87 31,530 3,575 3,000 36.7 93.6
1992 9.05 31,718 3,650 3,065 35.8 93.6
1993 8.91 31,476 3,665 3,021 34.0 91.3
1994 9.39 31,681 3,851 3,185 34.3 97.8
1995 9.43 32,425 3,936 3,207 35.5 111.6
1996 9.58 33,346 4,008 3,256 35.5 115.8
1997 9.53 33,624 4,041 3,248 36.9 119.3
1998 9.16 33,155 3,956 3,141 34.5 108.8
1999 9.45 33,011 4,011 3,234 35.9 111.6
2000 9.62 33,872 4,084 3,295 37.2 110.0
2001 9.46 33,928 4,008 3,231 33.8 108.6
2002 9.57 33,889 3,992 3,267 35.0 114.1
2003 9.73 34,333 3,953 3,334 35.6 123.8
2004 9.91 35,078 4,078 3,374 35.4 131.7
2005 9.70 35,658 4,063 3,316 42.9 144.6
2006 9.63 36,142 4,054 3,303 43.9 150.9
2007 9.78 36,697 4,013 3,351 45.5 160.9
2008 9.45 36,278 3,858 3,211 43.0 158.8
2009 8.62 34,318 3,679 2,989 39.7 162.5
2010 9.15 35,750 3,893 3,151 72.8 295.6
2011 9.32 35,775 3,611 3,242 76.1 312.6
2012 9.64 36,368 3,537 3,348 76.1 335.3
2013 9.78 37,149 3,568 3,377 84.6 401.9
2014 9.54 37,337 3,471 3,286 87.6 521.9

CO2
GDP

Energy
Fossil
CRW

Relect

Variables

Electricity Production from renewable sources
(kWh / person)

GDP per capita (Const. 2011 international $)
CO2 per capita (ton / person)

Energy use per capita (kg of oil equivalent)
Fossil energy use per cap. (kg of oil equivalent)
Combustible, renewables and waste (kg of oil
equivalent per capita)

Appendix 2 Code of the G20  
Economies 

 

 Country Code
Argentina ARG
Australia AUS
Brazil BRA
Canada CAN
China CHN
France FRA
Germany DEU
India IND
Indonesia IDN
Italy ITA
Japan JPN
Korea KOR
Mexico MEX
Russia RUS
Saudi Arabia SAU
South Africa ZAF
Turkey TUR
UK GBR
United States USA
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Abstract: In this paper, influence of GDP to CO2 emission in G20 economies is investigated by regression analysis 

and path analysis. First, stationarity of all the data obtained were checked, then non-stationary data were 

stationalized, finally the data were utilized in analysis. As a result of regression analysis, it was revealed that (1) 

only France, Germany, India, and South Africa are in decoupling state, (2) Turkey and Korea are according to EKC 

theory. Path analysis showed that the G20 was able to be divided into 5 groups (see Fig. 5 below). Feature of each 

group is summarized as below, 

Group A: (1) relation between CO2 emission and GDP is extremely strong, (2) energy effect is dominant. 

Group B: (1) the relation is extremely strong, (2) a fossil fuel effect is dominant, but a direct effect is also effective. 

Group C: (1) the relation is intermediate, weaker than Group B, (2) a fossil fuel effect is dominant.  

Group D: (1) the relation is relatively weak, smaller than Group C, (2) a direct effect is dominant. 

Group E: (1) the relation is very weak, (2) plus and minus effects are significant, and make total effect negligible. 

Members of Group E are entitled to receive a decoupling state. A direct effect in China, fossil fuel effect in USA, 

and both of these effects in Japan are main paths. According to implications of this study, some policy issues in 

these 3 countries were discussed.  

 

Key words: Global warming, GDP, CO2, G20, Path Analysis 
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Fig. 5 Direct and indirect effect of GDP 
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巡礼学びのプログラムについて 
 

An Essay on the Pilgrimage Research sponsored by COC+ 
 

林幹 1・藤田優也 2・尾藤大喜 3・吉永進一 4

Motoyuki HAYASHI, Yuya FUJITA, Daiki BITO and Shin’ichi YOSHINAGA 
 
 

1.はじめに 
 COC+の一環で 2015 年度よりはじまった

「巡礼、学びのプログラム」は、聖地と巡礼とい
う宗教文化を通じて地元舞鶴の歴史や文化をよ
り深く知ることを目的としていた。このプロジェ
クトを思いついたのは、ひとつには、聖地や巡礼
の研究が宗教学内部で盛んになっていたので、そ
うした最新の研究を学生に紹介するよい機会に
なるであろうし、聖地研究はアニメの聖地やパ
ワースポットなどで、狭い意味の宗教を越える広
がりがあり、学生諸君にとってもアプローチしや
すいと思われたからである。もちろん、最大の理
由は、日本最古の巡礼道といわれる西国三十三所
の第二十九番札所、松尾山が舞鶴高専の裏山、青
葉山にあり、名誉住職の松尾心空師には高専食堂
棟の揮毫をお願いするなどの関わりがあったこ
とである。個人的には、心空和尚との交流を通じ
て高専周辺の丹後・若狭の仏教伝統の奥深さを
知ったことや、あるいは西舞鶴旧市街の地蔵盆の
ような興味深い宗教民俗を知ったことが動機と
なり、地元の豊かな宗教文化を発掘し、学生諸君
と共有したいと思い、このプログラムを企画した。
また、2015 年度から学術振興会特別研究員とし
て本校に赴任した栗田英彦氏は、元々巡礼宗教の
研究を手がけた経験があり、このプログラムの強
力な援軍となるはずであった。しかしながら、
2015 年の後半からは私の体調不良でなかなか予
定を進めることができなかった。また、栗田氏は
学振の中途で舞鶴高専を離れて南山宗教文化研
究所へ移るなど、さまざまな悪条件が重なり、最
初の目論見通りに進んだとはいい難い。とはいえ、
この 5 年間はそれなりに実りの多いものであっ
た。ここでは、今後の教育や研究に資することを
期待して、5年間を振り返り、そして最後に舞鶴
の宗教についての雑ぱくな感想を述べておきた

い。 
 

 なお、以下の内執筆担当は、１、２、４が吉永、
３が尾藤、藤田、林の共著である。 
 

 
2.プログラムの実践内容 
2.1 概要 
本プログラムの実践は、以下の四つの活動を柱

とした。（１）外部講師による講演会やシンポジ
ウムの実施、（２）チャーターしたバスによる「聖
地」の実地見学、（３）5 年生の選択授業「現代
社会と宗教」においてテーマ別の調査を行う。毎
年一度、このプログラムに関連したレポートを提
出してもらう、（４）その他、クラブ活動や英語
プレゼンテーションコンテストを利用して、「聖
地と巡礼」についての調査や考察を深めてもらう。 
プログラムの発足当初の予定と異なり、（４）

よりも（３）に重点を置く形になった。授業での
強制的参加は、従来、自発的な興味をかき立てる
という点ではほとんど効果なかったので、あまり
期待はしていなかったが、授講者の中からも興味
深いレポートが出てきたのは嬉しい誤算であっ
た。 

 
2.2 2015年度、2016年度 

2015 年度と 2016 年度は、プログラム遂行用
の機器や資料などの購入や、「現代社会と宗教」
の授業での西国三十三所についての学習などで
ほぼ終わるが、購入した巡礼や聖地に関する書籍
は、その後、英語プレゼンテーション作成用資料
や「現代社会と宗教」の授業で活用されることに
なる。 

2016 年度は、当初公開シンポジウムの実施を
予定していたが、これは諸般の事情で翌年に延期
になった。一方、11月 13 日（日）に奈良高専で
開催された第 10 回近畿地区英語プレゼンテー
ションコンテスト、プレゼンの部では、電気情報
工学科 3 年太田航介くん、電子制御工学科 3 年
岡部武琉くん、電子制御工学科 3 年藤村和成く
んが「Why do People Make a Pilgrimage?」と
題する発表をおこない、松尾寺から、観光業、サ

1 舞鶴工業高等専門学校建設システム工学科 5 年 
2 舞鶴工業高等専門学校電子制御工学科 5 年 
3 舞鶴工業高等専門学校電気情報工学科 5 年 
4 舞鶴工業高等専門学校人文科学部門教授 
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ブカルチャーまでを含めて、巡礼をテーマにした
発表を行った。また電子制御工学科 4 年生の奥
村悦理くんが、MMR（Multi-Media Research）
というクラブ活動の一環で松尾寺紹介のビデオ
を制作して高専祭で公開したことも特記してお
きたい。 

 
2.3 2017年度 

7 月 1 日に舞鶴西市民プラザ、7 月 2 日に松尾
寺で、二日連続の「巡礼と聖地：その伝統と現代」
と題する公開シンポジウムを開催した。発表者と
発表題目は、松尾心空「松尾寺と西国巡礼」、出
口三平「綾部という近代の聖地」、岡本亮輔（北
海道大）「偽物がつくる本物の場所――青森キリス
トの墓を中心に」、中川未来（愛媛大）巡礼「海
を渡った四国霊場：植民地台湾の四国八十八ヶ所
写し霊場」、矢ヶ崎善太郎（京都工繊大、現在大
阪電通大）「松尾寺の建築」、岩本馨（京都工繊大）
「西国三十三所順路考」である。 
心空師は、その人柄と説教と文章で、舞鶴内外

に信奉者が多く、徒歩巡礼復活の取り組みを進め
てきたことでも有名である。出口氏は、現在は在
野の大本教研究者で、いくつかの学術研究に協力
してきた。岡本氏は、2013 年に『聖地と祈りの
宗教社会学──巡礼ツーリズムが生み出す共同性』
（春風社、2012）で宗教学会賞を受けた俊英で
あり、巡礼研究の第一人者といえる。中川氏は近
代史研究者で、現在は四国遍路・世界の巡礼研究
センターに属して、巡礼研究、遍路研究を進めて
いる。矢ヶ崎氏は茶室などの日本の伝統建築の研
究家で、岩本氏は日本の都市史を専門として、巡
礼や霊場についても研究をしている。 
発表の概要は以下のようなものである。松尾氏

の発表は、二九番札所松尾寺住職として、西国巡
礼に関わってきた経験を通して、巡礼における再
生体験を語ったものであり、出口氏は、近代の綾
部における、大本教や、キリスト教の影響を受け
ていたグンゼ創業者の波多野鶴吉などの例をあ
げて聖地性を論じた。岡本氏の発表は、青森県新
郷村において、キリストの墓伝説がいかに地元の
観光行政と結びつき、人々の意識にもどう根づい
たのかをフィールドワークから分析したもので、
中川氏は、植民地期に台湾に建立された「写し霊
場」の過去と現況について、精緻な報告を行った。 
矢ヶ崎氏は、享保 15 年に完成した本堂の特徴を
まとめた上で、近世社寺建築の時代性と地域性を
指摘し、岩本氏は「西国三十三所順路考」と題し
て、最古の順路記録とされる『寺門高僧記』にお
ける覚忠の巡礼（1161）を取り上げ、宗教的と
いうよりも政治的な意図が隠れていることを指
摘した。 
専門性の高いシンポジウムであったので、どれ

ほどの聴衆があるか心配されたが、舞鶴高専学生、

舞鶴地元の歴史愛好家だけでなく、遠く韓国や東
京、大阪からの参加者も迎えて、それぞれ 45名、
20 名の参加者があり、まずは盛況であった。ア
ンケートでは「地域と宗教という今まであまり丹
後では考えられていなかったことが取り上げら
れた」「工業高専主催でこのような人文学の深い
内容のシンポが行われることにたいへん意義が
あると思いました」などの声が寄せられており、
第一線で活躍する研究者たちを招聘した意義は
あったかと思う。 
この年には学生諸君の研究成果もあった。ひと

つは「現代社会と宗教」のレポートで、グーグル
マップを利用した近隣の地蔵の調査という秀逸
な研究があったことである。電気情報学科 5 年
兼田佳典くん、永島智寛くんの調査で 30 近い地
蔵の分布を調査したものである。 

 

 
さらに印象的な成果は、11 月 12 日（日）、神

戸研究学園都市・大学共同利用施設UNITY にて
開催された第 11回近畿地区高等専門学校英語プ
レゼンテーションコンテストのチーム部門で、電
気情報工学科 3 年尾藤大喜くん、電子制御工学
科 3 年藤田優也くん、建設システム工学科 3 年
林幹之くんが、「Unraveling the Mystery of a 
Haunted Spot in Maizuru」と題する発表を行っ
たことである。彼らは舞鶴高専近くにある廃墟
「ロシア病院」をとりあげ、その歴史を掘り下げ
ながら、どのようにして心霊スポットが生まれる
のかを分析する内容であった。現代聖地研究の特
徴は、宗教以外の聖地、あるいは伝統からはずれ
る聖地を対象にする点で、秋葉原や鷺宮神社など
のオタクの聖地についての研究もなされており、
その最先端に位置する研究者が岡本亮輔氏であ
る。2018 年のプレゼンチームは、彼の著書『聖
地巡礼』や都市民俗学などを参照しつつ、ロシア
病院の現代的な「聖地」性を論じる内容であった。

図 1 舞鶴高専近辺地蔵分布図 
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そのプレゼンテーションは聴衆に十分に理解さ
れたとはいい難いが、斬新さという点では群を抜
くものであった。英語のプレゼンをもとに作製さ
れた日本語記事を次章に掲載してあるので、ご笑
覧いただきたい。 

 
2.4 2018年度 

11 月 17 日（土）、西市民交流プラザを借用し
て馬場紀寿「釈宗演のセイロン留学−−伝統知と
近代知のはざまで−−」と題する講演会を開催し
た。馬場氏は初期仏教の研究者で、岩波新書から
『初期仏教 ブッダの思想をたどる』（岩波書店、
2018）を出版するなど精力的な活躍をされてい
る。今回は、日本では数少ない釈宗演専門家とし
てご講演いただいた。 
この講演会を開くに至った経緯を書いておき

たい。当初、この年度では「近い聖地、遠い聖地」
というテーマでシンポジウムを開き、それに向け
て学生の研究調査を進める予定にしていた。近い
聖地として西舞鶴の地蔵盆をとりあげ、遠い聖地
については、明治維新後、天竺（インド）を目指
した釈宗演と釈興然の二人の日本人仏教僧をと
りあげるはずであった。地蔵盆については専門家
の都合がつかなかったこと、さらに最初に予定し
ていたシンポジウムが台風で順延した結果、馬場
氏だけの講演会となってしまった。 
釈宗演は、高浜町出身の臨済宗僧侶で、夏目漱

石なども弟子入りしたことで知られ、明治時代最
も有名な禅僧であり、慶応大学で学び、スリラン
カへ留学し、アメリカへの二度の講演旅行など国
際的な活躍をした仏教者でもある。2018 年は、
彼の百年遠忌にあたり、鎌倉の円覚寺、慶応大学、
そして高浜町などで盛んにイベントが行われて
いるので、学生諸君が調査する上でも都合のよい
年であった。 
もともと、若狭から丹後にかけては、古代の密

教文化が栄えた地域である。小浜の神宮寺（天台
宗）、明通寺（真言宗御室派）から宮津の成相寺
（真言宗）まで密教の古刹が多く、舞鶴にも松尾
寺、金剛院、多禰寺、円隆寺などがある。舞鶴高
専に最も近い二つの寺院——天竺へ渡ろうとし
てマレーシアで亡くなった高岳親王の創建と伝
える金剛院、江戸時代、悉曇学（サンスクリット）
を研究した等空上人がいた松尾寺——の歴史が
示すように、この地域には、仏教を輸入するだけ
でなく、仏教の源を求めて外へ出て行く人々の伝
承もある。近代になって改めて仏教の原点を求め
る運動が起こる。釈宗演がスリランカへ向かった
のも、こうした近代以前の求法の旅、聖地巡礼の
伝統があったのではないか。こうした文化を学生
諸君や一般の方にも感じてもらいたいという意
図で、本年の講演会を企画した。 

馬場氏の発表は、大変内容の濃いものであった。
仏教の原点を求めてスリランカに留学した釈宗
演のパーリ語学習の苦闘から、仏教広宣のための
渡米とシカゴ宗教会議での演説まで、その半生を、
仏教学者の視点から分析したもので、釈宗演への
敬愛の念がこもった熱い発表に学生諸君も深い
感銘を受けていた。聴衆の数は決して多いとは言
えなかったが、第一線の研究者と質疑応答できる
という贅沢な時間を持ってもらったのではない
かと思う。 
さらに、1 月 16 日（水）５、６時限目に、イ

ンド人非常勤講師で日本現代文学研究者のアナ
ンド・サンチットさんによる「天竺から見た日本」
という題目で講演をいただき、逆にインドから見
た日本の姿について補足していただいた。 
 
2.5 2019年度 
この年度は、前年度が「遠い聖地」になったの

で、「近い聖地」をテーマとした。私自身の近い
聖地についての「発見」は後述するが、本年は、
舞鶴の手近な聖地として、近世以前より舞鶴の
人々の参拝地に選ばれる大江町の元伊勢神社に
ついての講演会と、松尾寺、そして西舞鶴の寺社
へのイクスカ—ジョンを行った。 
講演会は学生対象のもので、5 月 29 日本校第

１合併教室にて開催された。演者と題目は、廣瀬
邦彦「江戸時代の元伊勢周辺ガイドブックー『西
国巡礼略打道中記』（1820）を読む」である。廣
瀬氏は西舞鶴高校の教諭で舞鶴地方史研究会員、
山城の研究を専門にしているが、今回は江戸時代
の巡礼道中記についてご講演いただいた。 
この道中記は、舞鶴の糸井文庫所蔵のもので、

大阪の町人の手になる自筆で絵入りの記録であ
る。略打とは、西国三十三所巡礼で二十五番から
二十七番の順番を変え、大江の元伊勢神社に立ち
寄るコースをいう。道中記は巡礼の日常生活がう
かがえるもので、宗教的な行というよりも、観光
と化していた様子がわかる。今回は特に元伊勢、
成相寺、松尾寺の部分を選んで解説していただき、
身近な地名だけにたいへん興味深いものがあっ
た。 

2019年度第 1 回イクスカ—ジョンは、5 月 22
日（水）に開催し、受講生 21名が松尾寺を見学
した。松尾心空和尚より寺の成立、巡礼の意義な
ど、三〇分ほどお話をうかがい、同寺所蔵の国宝
や重文を拝観した後は本堂など敷地内を見学し
て回ることができた。意外にも学生たちのほとん
どが、高専の裏山にあるこの寺院を訪れたことが
なく、いくつも打ちつけられた巡礼の札に残る歴
史の重みと、北近畿の峰々を見晴らす絶景に感嘆
していた。 
なお、松尾寺には「絹本著色普賢延命像」とい

う舞鶴唯一の国宝が所蔵されているが、これは明
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治 35年という極めて早い時期に国宝指定を受け
ている（国宝制度は明治 30 年に発足）。未詳で
あるが、フェノロサと交流があった官僚で、熱心
な在家仏教者として知られた河瀬秀治は宮津藩
の藩士出身であった。これが松尾寺の国宝指定に
影響を及ぼしているかどうかは、いずれ検討され
るべきだろう。 

2019 年度第 2 回イクスカ—ジョンは、12 月
18 日（水）に開催、西舞鶴の引土地区にある桂
林寺（曹洞宗）、本行寺（法華宗真門流）、円隆寺
（真言宗御室派）をめぐった。本校の学生は、舞
鶴以外から来ている者も多く、彼らにとって西舞
鶴はまったくなじみのない土地であり、同じ市内
でありながら卒業まで一度も西舞鶴を訪問せず
に終わることもある。寺院や町屋のならぶ通りを
歩くことで、田辺藩の城下町、北前船の寄港地と
して栄えた近世の風情も感じてもらいたいとい
う狙いもあった。また、これらの寺院は、愛宕山
の山裾をめぐるように並んでおり、おそらくは愛
宕山という聖地が先にあったと想像される。学生
諸君には、山の聖地と平地の俗世間との対照を実
感してもらい、たいへん貴重な機会となった。 
学生諸君からのレポートでは、以下の三つが優

れていたので、その概略を紹介しておきたい（順
不同）。 
 
（１）「戦争宗教遺跡」 
 電子制御工学科 5 年 藤田優也 
 電子制御工学科 5 年 平井大輝 
舞鶴市内には兵器を飾る神社がいくつかある。

この報告では、１西舞鶴の京田の幸谷神社の奥宮
脇に置かれている砲弾、２笶原神社の奥にある忠
魂碑横の砲身、３中舞鶴、余部にある若宮八幡神
社に置かれた日清戦争の水雷艇の外板、４東舞鶴
の与保呂にある忠魂碑両脇におかれた砲弾の４
カ所を調査した。１については、村松俊夫『舞鶴 
ふるさとのやしろ』（村松俊夫、1992）に記述が
あり、幸谷神社は手力雄神を祀ったもので、砲弾
は勇壮な手力雄神にちなんで大正 13年に海軍か
らもらったものであり、３の神社に置いてあるも
のは、1894（明治 27）年威海衛の海戦に於いて
敵弾を数十個所受けた水雷艇の砲の外板の一部
であるという。 

 
（２）「青葉山をめぐる馬頭観音」 
 電気情報学科 5年 渡邉紘矢 
 電気情報学科 5年 藤原雅也 
 電子制御工学科 5 年 宮下康平 
馬頭観音は松尾寺の本尊だが、若狭側にも本尊

としている馬居寺、中山寺がある。中山寺は修験
の泰澄が白山権現を勧請して建てたもので、その
後、天台宗の覚阿が寺名を一乗寺と改めて、馬頭
観音坐像を本尊として再興したもので、室町時代

になって中山寺と改名されたという。馬居寺の創
建は伝承ではさらに古く、飛鳥時代、聖徳太子に
よると言われている。 

 本レポートは、特に若狭側の二ヶ寺を調査し
たものである。馬居寺の馬頭観音は江戸時代の修
理で塗料が塗り込められ、平安時代の仏像という
ことが分からなかったという。また、松尾寺は「京
都府舞鶴市字松尾 532」、中山寺は「福井県大飯
郡高浜町中山 27-2」、馬居寺は「福井県大飯郡高
浜町馬居寺 3-1」にあり、この字名を寺領と考え、
Google Map や土地の面積を計算できるサイト
(高精度計算サイト - Keisan – CASIO)によって
調べてみると、松尾寺は約 130ha、中山寺は約
80ha、馬居寺は約 100haであり、広い土地を所
有していたと推測される。レポートでは、これら
三ヶ寺の縁起は、海からきた異人の介入など共通
するモチーフがあり、馬、海、異人という三点か
ら考えると、日本に到来した騎馬民族の末裔で海
を通じた交易で財をなした集団ではないかと推
測されている。 

 
（３）「岩室稲荷神社」 
 機械工学科 5 年 北野広恵 
 電気情報学科 5年 森州寿子 
本校の最寄りの JR 駅、松尾寺駅の近く、舞鶴

市吉坂百三十八番地に岩室稲荷という神社があ
る。今回の調査では、神社の宮司氏よりその由来
と歴史をうかがってきた。伏見稲荷より勧請して
江戸時代に創建され、舞鶴、田辺藩と若狭の国の
信者の援助に支えられ、特に漁業と養蚕の関係者
に信者が多かったという。普請、井戸掘りなどの
方角判断をかつては行っていた。明治 15 年に生
まれた森本太郎太夫が、この神社の中興の祖とな
る。太郎太夫氏は、宝珠の揮毫に優れ、彼のお守
りは非常に人気があり、その精神講話は海軍軍人
のファンも多かった。中風を直す方法を開発し、
「病気を早く快方にする養生法」と題した本を刊
行、毎年白米一斗を貧しい人たちに与える、「稲
荷市場」を設立するなど、多方面に活躍した。こ
この神社には、その太郎太夫氏の関連資料が所蔵
されているが、軍艦乗組員の書簡、軍艦内に祀っ
てあった神棚などが保存されており、戦争遺跡と
いう側面もある。 

 
2.6 小結 

2 回の公開シンポジウムは外部からの評価は
良好であった。とりわけ 2017年度のそれは、舞
鶴という不便な場所で行ったシンポとしては成
功であった。学生諸君がどれだけ吸収できたかと
いう疑問は残るものの、人文学研究の最前線を知
ることによって、分からなかったという印象を含
めて、彼らの伸び代になると期待している。 
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もう一点は、一般教養として、寺社に触れる機
会を作ることができたことである。普通高校であ
れば、修学旅行での寺院訪問など、伝統的宗教文
化に触れる時間がある。本校の場合、研修旅行は
海外旅行で海外の大学との交流を目的として実
施されている。また、就職重視の観点から、キャ
リア教育や就職対策に時間が割かれているので、
そうした伝統文化に触れるような行事は存在し
ない。2019 年度では、松尾寺では、寺を見ただ
けでなく住職の話を聞いて宝物を拝観し、西舞鶴
では歴史的な都市空間を実地で触れることがで
き、2018 年度では、釈宗演のような地球規模で
活躍した実例を知ることができた。宗教文化に、
単に観光のレベルだけでなく、それを越えたレベ
ルで接することができたと思う。 
反省点としては、学生の主体的な調査、研究を

期待したが、積極的なものとはならなかった。高
専のカリキュラムでは高学年でもかなり時間割
が詰め込まれており、学期の間は進学、就職、卒
業研究などによって意外に時間がとれないこと、
また長期休みには地元に帰省する学生も多く、長
期休みに舞鶴を調査することは非常に難しい。実
質的に、学期内の休日を潰して調査してもらうし
かないので、時間不足に終わることが多い。その
中で、上記のような発見があったのは大変嬉しい
ことである。 
 
3「ロシア病院の謎」 
以下に紹介する文章は、英語プレゼンテーショ

ンコンテストのために作成された文章をもとに
発展させたもので、それを私（吉永）が表現など
を削除して整理したものである。 
 
「ロシア病院の謎：心霊スポットの聖地性」 

     電気情報工学科 5年 尾藤大喜 
          電子制御工学科 5年 藤田優也 
          建設システム工学科 5年 林幹之 
 
私たちが過ごしている舞鶴高専の周辺は森で

囲まれており、しばしばクマなどの野生動物も見
かける。また、野生動物だけでなく、この森の中
には戦時中に建てられた古い建築物の廃墟が存
在する。この建物は、舞鶴高専の学生達に「ロシ
ア病院」という名称で呼ばれており、心霊スポッ
トの一つとして周辺の学生の肝試しなどによく
利用されている。また、インターネット上でもこ
の名称は有名になりつつあり、学生以外の年齢層
の人々が増えている。 
以下に「ロシア病院」の概要を述べていく。 
場所は、ご存知のように舞鶴高専の北に位置し、

「第三火薬廠跡」としてすでにグーグルマップに
も記録されている。コンクリート建築物の廃墟が
並び、不気味な雰囲気がただよう。この「火薬廠

跡」は、戦争遺産としてはすでに市民によるたい
へん貴重な調査報告（関本長三郎『住民の目線で
記録した旧日本海軍第三火薬廠』（出版センター
まひつる、2005）、あるいは舞鶴高専教員による
共同研究が存在する（牧野雅司、毛利聡、今村友
里子「海軍第三火薬廠汽缶場跡の発掘」『舞鶴地
方史研究』49号（2018）所収）。  
この遺構はロシア病院と名付けられて、以下の

ような怪談が流布している。 
戦時中この建物では日本人に朝鮮人捕虜が強

制労働をさせられていた。しかし、彼らに与えら
れていたわずかな食料と、それに見合わない過酷
な労働内容により、多くの捕虜が亡くなってし
まっていた。そして、恐ろしいことに彼らの死体
はセメントに混ぜられ、「ロシア病院」の壁に塗
りこめられてしまったと言われている。他にも、
「ロシア病院」では戦死者の幽霊が現れるという
怪談もある。その幽霊の正体は、戦時中に日本の
海軍が生産した人間魚雷に搭乗し、その後帰って
こなかった人たちの無念が形になったものだと
言われている。 
ただし、この怪談の原型は創作であり、作った

人名もわかっている。本校の社会科教授であった
戸祭武氏である。 

 
「高専が発足して暫くのあいだ、私（＝戸祭）

は学寮の運営と補導の仕事を担当した。第一回生
が二学年を迎えることになった。そこで新一年生
のために面白い話をつくろうということになり、
寮生有志と私は冗談半分に「怪談」をつくっ
た。・・・その創作怪談のひとつに校舎周辺のト
ンネル工場のあとに、戦時中につれてこられた朝
鮮人労務者が衰弱死したあと、死体処理を手軽に
すませるため、コンクリート壁にそのまま塗りこ
められてしまったので、雨のふる夜更け、近くを
通りかかるとうめき声がきこえ、コンクリート壁
に人のかたちをした影がびっしょり水にぬれて
現れでるというのがあった。数ある怪談話の中で
は、もっとも本当らしいと評判になった。」（戸祭
武「第三火薬概説」『住民の目線で記録した旧日
本海軍第三火薬廠』3 頁）。 

 
とはいえ、それではなぜここがロシア病院と呼

ばれるようになったのかは述べられていない。命
名者も命名の理由も不明であるが、「病院」と「ロ
シア」という名称の意味を、間接的に探ってみた
い。 
舞鶴には、海軍の艦隊に対して指令を下す重要

な役割を持った鎮守府が作られていた。この鎮守
府はロシアの艦隊に対抗することを目的として
建造されていた。舞鶴引揚記念館では、海外の各
地から引揚された人たちの歴史とシベリア抑留
についての記述が残されており、歴史の闇である
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戦争の残虐性を忘れないようにすることを目的
としている。引揚とは、日本の植民地や占領地に
住んでいた日本人、そして、外国で捕虜となって
しまった日本人を、船を用いて日本へ戻すことで
ある。調査の結果、舞鶴港ではロシアに抑留され
ていた日本人を、多数引揚していたことが判明し
た。このロシアによる日本人の抑留は、シベリア
抑留とも呼ばれている。これは、当時ソ連と呼ば
れていたロシアが、第 2 次世界大戦中に降伏、
逮捕した日本人をシベリアへと送り強制労働さ
せたという歴史における一つの事柄である。シベ
リア抑留では、寒く、飢餓に襲われる大変悪環境
の中で強制労働させられたことにより、多くの日
本兵が亡くなったと言われている。 
上記のことから、舞鶴にとってロシアの関係の

深さが分かる。 
それでは、「病院」という名の意義はどこにあ

るか。今回の調査の中で、ロシア病院との比較対
象として取り上げたのは、京都府八幡市にある
「軍人病院」と呼ばれる廃墟で心霊スポットとさ
れている。 
この廃墟を選定した理由は、ロシア病院と軍人

病院には、名前に戦争を連想させる軍人という単
語と、病院という単語を含んでいることであり、
そして所在地が京都府にあるので調査しやすい
からである。 
軍人病院とは京都府の南部、八幡市にある廃墟

であり、別名はビルマ僧院跡といわれている。こ
の市は京都市のように都会化されておらず、山や
森など緑に囲まれた田舎の雰囲気のある場所で
ある。また、この市には日本三大八幡宮の一つで
ある石清水八幡宮があり、映画のロケ地や多くの
観光客でにぎわっている。その八幡宮の山に軍人
病院はあるとされている。 
インターネット上ではこの建物が軍人の病院

であり、戦争時代に結核の隔離病棟に使われてい
たことや病院内にはカルテが散乱していると
いった話がまことしやかに流れている。軍人病院
の付近では 2010 年 8 月 24 日に 16 歳の男性が
線路内に入り、電車にはねられ亡くなった電車事
故があった。この事故のため、インターネット上
では心霊スポットとして定着してしまった。 
私たちは 2017年 8月に上記の問題を調査する

ために、京都府八幡市に向かった。軍人病院があ
るとされる場所は現在、封鎖されていたため直接
入ることができなかったが、近隣の住民の方から
話を聞くことができた。それによると、軍人病院
とは昭和後期に計画された宗教公園が反対に伴
い、頓挫したものが残ったものにしか過ぎなかっ
た。病院といわれている理由を質問すると、はっ
きりした理由はないことが分かった。もし病院と
いわれる理由があるとするならば、軍人病院が建
てられて時間があまり経っていないため、建物が

新しく清潔に見えたからで、建物の壁の一部がタ
イルで作られていてそれが病院に見えるためだ
という。さらに「軍人」という言葉がついた由来
を尋ねると、その理由は近くに陸軍や海軍につい
て記した石碑があるからだと言われた。また、
2010 年に起こった電車事故の原因は夜で見通し
が悪いために起こった事件で、心霊的なものはな
かったという。 
ロシア病院と軍人病院を比較すると、両方に共

通する戦争のイメージは地域から生まれたもの
で、前者では戦争当時の火薬庫、後者では建物近
くにある石碑が原因であった。病院という言葉を
選択したことが結果として、心霊スポットの名前
として定着した理由は、病院はもっとも死と近い
場所であり、生命を救われるというイメージの反
面、生命を操作されるのではないかという恐怖が
つねにつきまとう場所だからではないかと思わ
れる。 
このように、廃墟から心霊スポットに変質する

までの過程を見ていくと、噂の発生は、その元に
なる事実から発生するのではなく、周囲の環境や
史実などの間接的な事実によるもの、またそれら
が元になって起こる人々のイメージや集団意識
が関係していることがわかる。 

  
現代の日本には多くの心霊スポットが存在す

る。都会から田舎まで全国各地に点々と存在し、
場所は墓地や廃墟などの一般的なものから、果て
はトイレや公衆電話までと場所を選ばない。では
心霊スポットというものを負の存在、あるいは毒
とするのなら薬となるものは何となるか。パワー
スポットと呼ばれるものが、それに当たるだろう。
パワースポットとは、一般的には訪れることで運
気が上昇する、修学や子宝、長寿などの恵みを齎
す場所を指す。心霊スポットと同様にパワース
ポットもまた全国各地に点々と存在し、場所も神
社や寺社などの一般的なものから、噴水や銅像な
ど地域性に富んでいる。 
最近、日本ではパワースポットが人々の間で流

行するという現象が発生している。聖地論研究の
第一人者、岡本亮輔は、その著書『聖地巡礼』（中
央公論社、2015）で、パワースポット生成のプ
ロセスを、再掲示型、強化型、発見型の三つに分
類している。再掲示型とは伝統的な寺院等が改め
てパワースポットと言い換えられることである。
伊勢神社は再掲示型のパワースポットの一つで
ある。ここは毎年多くの参拝者が訪れるが、パ
ワースポットにすることで、誰でも参拝しやすい
と報道され、より多くの人が来るようになった。
他に天橋立神社、元伊勢籠神社や眞名井神社が再
掲示型である。これらのパワースポットは通常の
旅行ガイドと同じ形式で紹介されている。これは、
パワースポットと言われる神社や寺院が宗教や
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歴史を感じさせにくくし、聖地を違和感なく観光
の一つにできたために行われる。実際、公的組織
がこのように地域の聖地を紹介している。静岡県
では、統合基盤地理情報システムで紹介している。
このシステムは都市計画や地震被害予測など各
担当課の情報を一つの地図で掲示されている。こ
の地図上で県民から集めたパワースポット情報
がアップされている。 
 強化型とは寺院の一部や効能が世間からパ
ワースポットとしてアピールされることである。
この例として神奈川県の箱根神社が挙げられる。
ここは源頼朝が二所詣として参拝した後、武家の
信仰を集めた歴史ある神社である。パワースポッ
トとされている場所は境内にある九頭竜神社新
宮である。九頭竜神社新宮では金運守護、商売繁
盛、縁結びなどのご利益があるとされている。 
つぎに発見型とは、異質な景観や自然環境のあ

る非宗教的な場所がパワースポットとされるこ
とである。これは日本のアニミズム的思想により
成り立っている。実際に高尾山や筑波山などは寺
社を持つ霊山だが、これに関係しない場所でご利
益があるとされる。国の特別天然記念物である屋
久島の縄文杉は長く蓄積したエネルギーが手に
入るとされる。石川県の珠洲岬では世界的に珍し
い無気流地帯であるため運気向上のご利益があ
るとされる。長野県の文杭峠はゼロ磁場の場所で
あるためエネルギーの集まる場所とされる。この
ように疑似科学的な場所がある一方で清州公園
のような別の発見型がある。ここでは元々織田信
長の像が置いていたが、信長の妻の濃姫の像を隣
に置かれた。そのため、夫婦の絆やプロポーズな
どのパワースポットと宣伝されている。このよう
なパワースポットが多くなることは発見型の特
徴である。これらの特徴から、パワースポットと
いう言葉により宗教的意識を持たせずに宗教的
な行為と一体感を生じさせることができると考
えられる。 
パワースポットとは人が想像で作り出したも

のである。例えば人々にパワースポットと呼ばれ
ている明治神宮では、運気が向上するなど、その
場所に元からは存在していなかった恩恵が作り
出されることもある。現在、天橋立のように多数
の人々が、恩恵を目的として、パワースポットを
訪れているが、なぜパワースポットは広まったの
だろうか。日本の人々は、神社に行くがクリスマ
スを祝う。このように、宗教は混在した姿をとる
のが常である。宗教が柔軟な形態をとるために、
パワースポットという付加価値を神社に対して
与えることも可能になったと考えられる。 
現在戦争などがなく、医療機関が発展したこと

で平均寿命が延び死の恐怖が遠くなったとされ
るが、すでに触れたように、それらへの隠れた恐
怖が心霊スポットの名称に表れていた。つまり死

の恐怖は消えていない。ただ、形式的な宗教が衰
退したため、死後存続する霊魂だけでなく、神の
ような人格的存在への信仰は衰退している。しか
し、超自然的な現象の信仰はあまり減少していな
い。このために、パワースポットのような、神や
霊魂を介さずに超自然的な影響を受けることの
できる空間が「作り出された」のではないか。こ
れは心霊スポットも同様であろう。 
死への恐怖や幸運への希求は、人格的存在では

なくスポットという「空間」を経由して語られる。
神や霊魂はもはや具体的に描けないが、善かれ悪
しかれ超自然的な影響力の存在は信じられてい
るという現代人の宗教性を反映していると言え
るのではないか。 

                 
 

4.簡単な補遺 舞鶴の宗教と今後の研究
について 
4.1白屋町について 
舞鶴高専の住所は、舞鶴市白屋 234 番地であ

る。周辺は、今世紀に入って住宅が増えてきたも
のの、以前は農家と田畑が続く田園風景であった。
丹後から若狭へつながる古代の密教文化圏が
あったということは想像しにくいほど、変哲のな
い風景である。 
しかし、近代になって、舞鶴に軍港が建設され

るとこの周辺の経済や社会も大きく変化してい
る。その最たるものが昭和 14年から始まった第
三火薬廠の建設である。それによって、ここに
元々あった集落は強制移転を余儀なくされてい
る。つまり、舞鶴高専の前に第三火薬廠があり、
さらにその前には周辺と同様の農村地帯であっ
た。 
ところで、高専前のバス停の背後には小さな丘

がある。この丘を回り込む細い道があり、そこを
折れて丘の向こうにいくと、丘の中腹に小さな無
住のお堂がある。国道から隠れた場所にあるため
に、気がつく人も少ないが、石仏や墓石の並べら
れた参道、お堂から見下ろす隠れ里のような家並
みは印象的である。古い伝統的農村のように見え
る。しかし、この地区は、第三火薬廠の建設によっ
て生まれた、新しい村である。 
このお堂は薬師山慶香庵といい、この集落は白

屋町という。舞鶴の地図をみると舞鶴高専のある
白屋のすぐ隣に、この白屋町という地名がある。
同じ地名がなぜ隣接してあるかといえば、海軍に
よって立ち退かされた人々が新たに作った集落
だからである。『朝来村史』によれば、第三火薬
廠が出来る前の白屋の土地は、日当たりも風通し
もよく、地味も肥え、非常に暮らしやすい土地で
あったという。住居を移すだけでなく、長年耕し
てきた農地を離れて、他に生計の手段を求めるか、
あるいは新たな田畑を耕し始めるか、いずれにし
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ても面倒な作業が待っていた。多くの家が近隣の
場所に住居を移築し、それで出来たのが白屋町で
あった。さらに、住民は、白屋の集落と、その歴
史と記憶も残そうとして、集落にあった薬師堂と
共同墓地を現在地に移したのである。この薬師堂
も、この附近の仏教文化を反映して、かなり古い
歴史があった。郷土史家、松岡徳二氏の『白屋の
薬師堂と佛たち』（松岡徳二、1996）に詳しいが、
もとは舞鶴高専の北にある大師山という丘の麓、
グリーンスポーツセンターのスキー場のあたり
にあって、平安時代に遡る薬師如来や毘沙門天な
どの九体の仏像があったという。海軍の工場建設
に伴い、民家 47 戸は住家を解体し、墓を掘って
先祖の骨を拾って移転し、薬師堂は現在地の白屋
町小字堤 136番地に移された。戦後、「十二神薬
師如来由来地料覚控」（天正 10 年、1583）、「薬
師仏脇立不動毘沙門建立勧化帳」（文禄 3 年、
1594）という古文書が出てきて、薬師山慶香庵
という正式名称が判明したという。庵には慶香行
者なるものが住持し、織田信長が 1582（天正 10）
年 2 月 2 日に 500 石余りを寄進したとされる。
天正 6 年、信長と細川幽斎の争いで松尾寺の堂
宇が全焼した後に寄進を行っていることからし
て、信長は松尾寺への対抗勢力として支援したの
かもしれない。 
白屋町（そしてその元の白屋集落）が古い歴史

を隠しもった地域であることは以上でもわかる
であろう。 
さらに、宗教民俗の面からは、この地域では珍

しいものが保存されている。現在は喫茶店「こも
れび」になっている古民家には、「厩猿」と呼ば
れる猿の頭骨が保存されている。お守りとして猿
の頭蓋骨を厩にまつる風習は、東北が盛んとされ
ていて、京都府北部では珍しい事例ではある。松
尾寺や中山寺などの馬頭観音分布とも関係する
かと思われるが、現所有者もよく分からないそう
である。これについては、薮内紫音「厩猿信仰の
歴史的変遷と祭祀形態の転換期における頭骨の
意味」『人間文化学部学生論文集』（京都学園大学、
2012年）に詳しい。 
ところで、舞鶴高専の周辺にはもうひとつつけ

加えておくべき、戦後の物語がある。三島由紀夫
『金閣寺』で、主人公が中学生時代を過ごした場
所がこの周辺になる。主人公は、安岡に下宿し、
若葉の頃に西日のあたる丘を見て、金閣寺を想起
したという設定になっている。さらに地元、若狭
出身の水上勉は、三島とはまったく異なる視点か
ら『金閣炎上』を書いている。成生、安岡、杉山、
松尾寺など、この近辺の地名が並ぶ。こうした文
学的視点からの研究調査も興味深いテーマだろ
う。 

 
 

4.2 西舞鶴の宗教 
舞鶴といっても、高専周辺から大浦半島から若

狭にかけての農村・漁村地帯、軍港建設によって
成立した近代の都市、東舞鶴、そして近世に城下
町、港町として整備発展した西舞鶴は、宗教文化
においてもまったく別の顔をもっている。高専周
辺はすでに述べたように、古代からの仏教伝統を
秘めた地域であり、東舞鶴は明治に入って、軍港
開設後に仏教宗門や新宗教などの宣教が盛んに
行われた地域である。これについては、多岡佳祐
「軍港開設と舞鶴の寺社の動向について」東昇編
『舞鶴地域の文化遺産と活用 京都府立大学文
化遺産叢書 第１１集』（京都府立大学文学部歴
史学科、2016）という研究がある。そして、西
舞鶴は近世の城下町である。ここでは、2019 年
にイクスカージョンを行った西舞鶴について、簡
単に触れておきたい。 
現在の西舞鶴は、西から愛宕山、高野川、国道

27 号線、JR舞鶴線、伊佐津川に区切られていて、
愛宕山をぐるりとめぐって寺社が集中し、高野川
の左右に蔵と町屋が並び、国道 27 号線と JR 舞
鶴線の間に田辺城跡がある。 
この宗教地帯は、寺社ロードとも言えるほど、

愛宕山の山裾沿いにきれいに寺社が並んでいる。
宮津側から名前を挙げていけば、見樹寺（浄土宗、
開創 1600 年）、松林寺（浄土宗、開創 933 年）、
浄土寺（浄土宗、開創不明）、妙法寺（日蓮宗、
開創 16 世紀）の 4 箇寺が愛宕山の北側にまと
まって存在する。見樹寺は田辺藩牧野家の菩提寺
である。そこから少し離れて、山の西側に笶原神
社（式内社）、桂林寺（曹洞宗、開創 1401 年）、
本行寺（法華宗真門流、開創 1553 年）、朝代神
社（旧府社）、円隆寺（真言宗御室派、開創 11
世紀）がある。笶原神社は、元伊勢の伝承も残る
古社、桂林寺は中本山の格式ある寺院、朝代神社
は西舞鶴住民に最も親しまれている神社であろ
う。西舞鶴旧市街の寺院は愛宕山の山裾に集中し
ているが、山から少し離れた町中にある寺院が瑞
光寺（浄土真宗本願寺派、開創 1594 年）である。
ここは一箇寺で小さな門前町を形成し、「寺内」
という地区名にその名残をとどめる。 
また、桂林寺から朝代神社にかけては、かつて

は朝代遊郭があり、今世紀最初頃までは遊郭の建
物も多く残っていたが、今は一変している。 
さて、これらの中でも特に興味深いものが、円

隆寺である。元来は天台宗で、皇慶（977-1049）
の開創とされる。一時は多くの坊を抱える寺院で
あったが、1595（文禄 4）年、土砂崩れのため
にほとんどの建物を失う。その後も、江戸時代に
火災に遭い、地元の引土地区の町衆によって本堂
の再建を果たしている。その後、天台宗から真言
宗に転宗している。豪壮な本堂は、松尾寺に匹敵
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する大きさである。また、阿弥陀如来、薬師如来、
釈迦如来の三尊など、鎌倉以前の仏像をまつる。 
この寺院の興味深い点は、いまも庶民信仰が息

づき、いろいろな聖地の複合体になっていること
である。大師堂、八十八所の写し霊場、聖徳太子
をまつる太子堂、出世稲荷、本堂裏には滝不動が
ある。裏山の山頂にある愛宕大権現は、この寺が
護持しており、愛宕山の聖地性が、このような複
合的な性格をもたらしているのかもしれない。 

7 月 23 日には「本堂さん夜祭」という祭があ
る。本堂で行われる「愛宕大権現」のお祭りが中
心であるが、僧侶というよりは地元主体の祭で、
同時に、建築組合が太子堂、引土の地元氏子が出
世稲荷、行者講が滝不動でお祭りを行っている。
行者講は、舞鶴行者講（ここは吉野の竹林院（当
山派）の関係）、引土行者講（洞川の龍泉寺（本
山派）の関係）に分かれているが、いずれも吉野
の大峰山へのお参りを行事とする。濃密に庶民信
仰が重なり合い、現代の信仰の場所としても興味
深い場所である。 
なお、新宗教に目を転じれば、西舞鶴には、天

理教、金光教、大本教、戦後は創価学会や真光の
道場などがあり、キリスト教系では聖イエス会や
エホバの聖人の集会所もあるが、近代宗教史から
すると、珍しい教団の支部が二つ置かれている。
ひとつは堀上地区にある「真生会」という団体で
ある。ここは北海道出身の桑田道教（源五郎、欣
児）という、元精神療法家として活躍した人物が
戦後立教した団体で、北海道に本部（河西郡芽室
町本通 4 丁目 24-1）と湯河原に事務局（神奈川
県足柄下郡湯河原町中央 1 丁目 7-13）がある。
桑田は、戦前多数の療術家を育てた人物で、いま
なお鍼灸や指圧の治療家に絶大な人気を誇る。舞
鶴支部は、その数少ない地方支部のひとつで、戦
後しばらくはかなり積極的な活動を行った模様
である。もうひとつは「真の道」という教団で、
霊媒であった萩原真が塩谷信男と結成した心霊
研究グループ千鳥会を元に戦後創設した宗教法
人である。萩原は、浅野和三郎や小田秀人といっ
た大本教系心霊研究家の系譜を引く霊媒であり、 

鎮魂帰神の法をアレンジした交霊術を行ってい
た。現在、全国に 12 カ所ある支部の内のひとつ
が舞鶴の下福井にある。「真生会」「真の道」のい
ずれも、もとは霊能力の養成や交霊術などを行う、
宗教団体というよりは心霊団体であり、戦後まも
なく宗教法人化している。性格のよく似た、いず
れも小規模の団体が、他の都市ではなく、西舞鶴
に支部を置いたという事実は不思議な感はある。
まったくの想像に過ぎないが、古代の密教から近
世の講を経て近現代にいたる修行の文化が背景
にあったのかもしれない。 

 
北近畿の他の小都市には、大本教という戦前最

大規模の新宗教を生んだ綾部や亀岡があり、丹後
には近世からの文化の蓄積を誇る宮津、そして若
狭には有名な古刹を抱える「海の奈良」と言われ
る小浜がある。それらと比べると、近代の舞鶴は
軍港という性格が優先され、商業の中心地であっ
た福知山と並んで世俗的な都市とみられがちで
あり、実際、宗教史上で綾部や小浜のように飛び
抜けたところはない。しかし、宗教都市として見
る場合、古代的密教文化（丹後・若狭）、近世的
都市宗教（西舞鶴）、近代的宗教布教（東舞鶴）
と三つの層がコンパクトにまとまっているとい
う点では興味深いフィールドとなっている。 

 
以上、5年間の巡礼、学びのプログラムについ

て、思いついたままに書かせていただいた。これ
でプログラムは終了するが、最終年度の教訓とし
ては、いつも見慣れた退屈な風景も少し視点を変
えると、豊かな歴史への入り口が見えてくるとい
うことである。残念ながら、私は入り口を触れる
だけで終わってしまったが、いずれ明らかにされ
ることを期待して擱筆したい。 
 

 (2019.12.6受付) 
 

図 2 舞鶴高専周辺の寺院地図 
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Abstract: ”Junrei Manabi no Proguramu”( the Pilgrimage Research Program) is a series of educational events and 

lectures from 2015 to 2019, for the purpose of letting students discover the values and meanings of their own 

regional religious cultures through “pilgrimage” and “sacred places”. This program was conceived because 

Matsunō-dera dera Temple, which is no. 29 of Saigoku 33 Kannon Pilgrimage, the oldest pilgrimage route in Japan, 

stands in Mt. Aoba just behind our college. These have been sponsored by COC+ (Program for Promoting Regional 

Revitalization by Universities as Centers of Community).  

  This essay consists of three parts. In the first part, the events related to this Pilgrimage Program are reported, 

including “Junrei Sinpojiumu” (Symposium on Pilgrimage) held on July 1 and 2, 2017, which took place at Maizuru 

Nishi Shimin Pulaza (Community Center in Nishi Maizuru) and Matsunō-dera. Some reports by students are 

summarized in this part. The second part deals with a terrifying urban legend about the imagery “Rosia byoin” 

(Russian Hospital) which is thought to be situated to the north of our college. This chapter is written by three 

students, Motoyuki Hayashi, Yuya Fujita, Daiki Bito. And the last part is about the pre-modern history of 
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廃藩置県前後の倭館における渡航船と書契・吹嘘 
 

A Study about the Management of Japanese Ships, Diplomatic Documents 
and Travel Documents at the Wakan in the Period Before and After the 

Abolition of the Han system 
 

牧野雅司 1 
Masashi MAKINO 

 
 

1. はじめに 
本稿は、幕末維新期の日朝関係の特質を捉える

手がかりとして、廃藩置県前後の時期に対馬藩 1)

で発給された書契（外交文書）・吹嘘（渡航証）
の使用実態を明らかにすることを目的とする。 
中世以来、対馬島主である宗氏は朝鮮国王から

図書（銅印）を贈給され、日朝間の通交の管理を
行っていた。近世日朝関係はこの仕組みを包摂し、
宗氏は江戸幕府と朝鮮政府双方から認められる
かたちで日朝通交を管掌した 2)。しかし、1871
（明治 4、高宗 8、辛未）年 7月 14日に断行さ
れた廃藩置県によって対馬藩は消滅し、翌月 5日
に宗氏は日朝通交の家役を罷免された 3)。すなわ
ち、近世日朝関係において重要な構成要素の一つ
であった対馬島主が消滅したのである。 
当時の外交担当者もこうした事態とその重大

さを認識していた。1871年 8月、外務省官員広
津弘信は次のように述べている 4)。 
【史料 1】 

従前宗氏ノ船ヲ朝鮮ニ遣ル、必ス対馬州太
守左近衛少将平某云々ノ文面ヲ以テ書契差
渡シ来候処、今般廃藩免知事セラレ候処ニ
テハ、此事実ヲ告ケ後来交際ノ条約ヲ講シ
候半テハ、徒ラニ船ヲ差シテモ、交際ノ名義
職主ナクシテハ、彼レ受サルハ勿論ナシ、 

日本からの渡航船は、対馬島主である宗氏の図
書を押印した書契・吹嘘を携行しなければならず、
携行していない船は賊船か漂流船として扱われ
た。広津は、従来は宗氏が「対馬州太守」の名義
で書契を発給していたのに、廃藩置県後は船を派
遣しても交際の名義・職主がないので朝鮮側が受
け入れないであろうとしている。すなわち、対馬
島主の消滅によって書契・吹嘘の発給ができず、
日本側は朝鮮へ渡航する正当性を失う可能性が
あったのである。 
従来の日朝関係史において、廃藩置県が日朝関

係に与えるこうした影響についてはあまり検討
されてこなかった。戦前の田保橋潔氏の研究 5)以
来、先行研究では、外交の「一元化」を目指す維
新政府・外務省が、既得権益に固執する対馬藩に
抵抗されながらも、廃藩置県後は渡航証の発給を

はじめとする通交の事務を外務省に移管し、「一
元化」を達成したと論じられてきた 6)。 
たしかに、1872（明治 5、高宗 9、壬申）年 9
月以降、倭館や図書は外務省の管轄下に置かれ、
漂流民の送還や渡航証の発給も外務省官員が行
うようになった 7)。対馬島主が管掌してきた日朝
通交の事務は外務省へ移管されたのである。 
しかし、対馬島主が管掌してきた通交の事務は、
維新政府や外務省がそのまま引き継ぐことので
きるような性格のものではない。例えば図書は、
島主個人の名前が彫られた属人的な性格を持つ
ものであった 8)。そのため、少なくとも近世中期
以降において、その使用は対馬島主の存在が前提
であり、島主の存在そのものがなくなった廃藩置
県後において使用し得ないものであった。ではな
ぜ、外務省が近世同様の渡航証の発給などを行う
という、名義と実際の状況が齟齬するという事態
が生じたのであろうか。その理由を解明すること
が、移行期の日朝関係の特質を捉えることにつな
がると言えよう。 
そこで本稿では、この問題に取り組む一つの手
がかりとして、廃藩置県の断行された 1871年に
使用された書契・吹嘘に着目し、その使用状況の
復元を試みる。書契・吹嘘については、対馬藩の
作成した記録があり、その内容や形式を知ること
ができる。やりとりの様子については、朝鮮側の
史料である『東萊府啓録』9)を用いて復元を行う。
『東萊府啓録』は、倭館を管掌する東莱府使が国
王に送った状啓を編纂したもので、船の発見・確
保・問情・処理の様子が記録されている。本稿が
対象とする1871年は、倭館の館守が作成する『毎
日記』10)がなく、倭館での様子を知ることが難し
い。しかし、『東萊府啓録』を用いることで、こ
の年の倭館における渡航船と書契への対応の様
子を概ね知ることができる 11)。名義と実際の状
況とが齟齬するなかで、どのような書契・吹嘘が
用いられ、またそれらがどのように対応されてい
たのか。廃藩置県前後の書契・吹嘘の実際の使用
状況を復元することで、日朝双方の対応を見てい
きたい。 
以上の問題意識のもと、次章では『東萊府啓録』
のなかで、渡航船への対応がどのように記録され
ているかを確認する。そして、第 3章で 1871年1 舞鶴工業高等専門学校 人文科学部門 准教授 
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に来航した船を整理して日朝双方の動きを概観
し、第 4章ではそれを踏まえて 1871年の日朝関
係の特質について考察を加える。 

 
2. 『東莱府啓録』に見える渡航船管理 
まず、倭館に来航する倭船や携行する書契・吹

嘘がどう記録されているのかを、1869（明治 2、
高宗 6、己巳）年 2月 6日に来航した倭船を例と
して見てみよう 12)。 
【史料 2】 

初六日午時荒嶺山烽軍李突伊進告内、①当
日巳時未弁船一隻、自水宗渡来是如為白有
弥［といいまして］、追到釜山僉使馳通内辞
縁一様、而哨探次豆毛浦萬戸梁大龍定送是
如為白齊［といいました］、 
同日申時到付同僉使馳通内、即節哨探将馳
報、②則同船一隻、以倭飛船、午時領付館所
是如為有弥［といい］、追到訓別等手本内、
倭飛船一隻到館、③即為問情、④則頭倭一人、
格倭五名、交代次別禁徒倭二人、小禁徒倭五
名等同騎、⑤持路引及館守倭了私書為有矣
［したが］、⑥同倭等言内、俺等船一隻、他
大船三隻、今月初一日晨朝、自馬島待風所、
同為発船、未及半洋、風勢不利、大船三隻相
失、俺等船還入待風所、昨日巳時発船、洋中
経夜、今日午時到館、而相失大船二隻、已到
相逢、一隻今無到館、必是漂風之致是如為乎
等以［といったので］、⑦同飛船所持路引一
度、捧上上送事手本拠、同路引輸送、縁由馳
通云云是白齊［であります］、 

まず①沿岸に配置された諸官によって、洋上に
船が発見されたとの第一報が入る。渡航船のなか
には、発見後に様々な場所に停泊や漂着を繰り返
しながら倭館にたどり着くケースも多い。発見当
初は「朝倭未弁船」とされていた船も、沿岸の諸
官の管理下で碇泊を重ねるうちに、どのような船
かが把握されていく 13)。 
そして、②その船が倭館に到着したことが報告

される。倭館では、③派遣された訓導・別差によっ
て問情が行われ、④渡航した人員や⑤携行した渡
航証の種類、⑥渡館の経緯などが把握される。こ
の問情は、倭館に到着する前の①から②の間でも
行われることがあり、その場合、倭館では事前の
証言との整合性が確認される。不審な点がなけれ
ば⑦彼らが携行してきた渡航証、ここでは「路引」
（吹嘘）が「捧上」（受け取り）されることとな
る。この時、携行してきた書契や吹嘘に不備が
あった場合は、書き直しが要求され、「退却」（受
け取り拒否）されることとなる。また、対馬藩が
仕立てた外交使節である年例送使 14)や漂差使
（漂流民を送還するための使節）などが携行して
きた書契の場合は、ここで書契の謄本が作成され、
その謄本が中央政府に送られる。この書契の正本

はその後に行われる下船茶礼で受け取られるこ
ととなった 15)。 
一方、出船の際は以下のようになる 16)。 
【史料 3】 

本月十一日戌時到付釜山僉使尹錫五馳通内、
⑧戊辰十二月十六日来飛船良中［に］、頭倭
一人、格倭五名、丁卯十一月二十八日来公一
代官書記倭一人、戊辰閏四月初十日来別禁
徒倭一人、下代倭五名等同騎、今年正月二十
七日来飛船良中［に］、頭倭一人、格倭五名、
戊辰閏四月初十日来別禁徒倭二人、小禁徒
倭二名等同騎、今年三月初五日来飛船良中
［に］、頭倭一人、格外五名、戊辰閏四月二
十四日来中禁徒倭二人、公下代倭二名等同
騎、合三隻、⑨各持館守代官大差倭等私書及
本鎮成給路文、⑩当日申時直自館所、発船還
帰是如［と］、訓導安東晙、別差李周鉉等手
本及亀峯烽軍姜成郁進告拠馳通為白有等以
［しましたので］、縁由馳啓為白臥乎事是良
爾［いたすことでありますから］、詮次善■
向教是事［するようお命じください］、 

まず、⑧倭館から出港する船の様子、それぞれ
どの船に誰が何人乗っているかが報告される。朝
鮮側は倭館に碇泊している倭船を、その船が携行
してきた渡航証の種類と洋上に発見した年月日
で把握しており、【史料 2】の船は「今年三月初
五日来飛船」として把握されている 17)。そして、
⑨それぞれの船に釜山鎮で発給された渡航証で
ある「路文」が与えられ、⑩倭館より出発してい
る。この時、倭館水門外で風待ちをすることもあ
り、その場合は出船まで報告が行われる。こうし
て倭船の入航から出航までが記録に残されるこ
ととなる。 
さて、館守『毎日記』と『東萊府啓録』の 1869・

1870（明治 3、高宗 7、庚午）年の記録を照合す
ると、船の数や出入年月日についてほぼ一致する
18)。そのため、館守『毎日記』が存在しない 1871
年の様子も、この『東萊府啓録』から復元するこ
とがある程度可能と言えよう。 
 
3. 倭館における渡航船管理と書契・吹嘘 
では、廃藩置県・宗氏家役罷免が実現した 1871

年の書契・吹嘘を見てみよう。 
表 1は、1871年の 1年間に倭館に出入りした

船とその船が携行した書契・吹嘘を、『東萊府啓
録』をもとに整理したものである。それぞれの書
契・吹嘘の差出・宛所や日付、作成日は日本側の
史料により補足した。ただし、入船日は倭館に到
着して問情を行った日、出船日は風待ちの有無に
かかわらず倭館を出航した日とし、書契の作成日
は図書を押印した日とした。また、一度倭館を出
発したものの風波に戻され再び倭館に戻って来
た船は、表から除外した。 
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 表 1：1871年の入航船 
No. 入船 船 書契・吹嘘 作成 差出　・　宛所 日付 処置 出船

遣礼曹告館司交代書
1870.

11.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

閏十月　日
謄本を捧上

同遣東莱釜山書
1870.

11.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治三年庚午

閏十月　日
謄本を捧上

答礼曹慰破船書
1870.

11.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉復

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

七月　日
捧上

庚午条以酊送使書
1870.

12.4

日本国対馬州瞎驢山　以酊菴　和南奉啓

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

二月　日

謄本を捧上

→2月18日下船茶礼にて捧上

同太守副書
1870.

12.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱府使　閤下

明治三年庚午

二月　日
謄本を捧上

遣礼曹送還長興漂民

書

1870.

12.12

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

十二月　日
捧上

同遣東莱釜山書
日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治三年庚午

十二月　日
捧上

同（庚午）条第四船

書

1870.

12.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

二月　日

謄本を捧上

→2月18日下船茶礼にて捧上

同（庚午）条第五船

書

1870.

12.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

二月　日

謄本を捧上

→2月18日下船茶礼にて捧上

3
1871.

1.28
長興漂民本船 長興漂民駕船吹嘘

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治三年庚午

十二月　日
捧上

4
1871.

1.28
飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

2.9

5
1871.

1.28
飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

2.16

6
1871.

1.28
飛船 （飛船吹嘘） 捧上

7
1871.

2.4

全羅道済州順付

漂民本船
京南海漂民駕船吹嘘

(1870.

12.12)

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治三年庚午

十二月　日
霑湿のため退却

8
1871.

2.7
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

2.23

庚午条壱特送使書
1870.

12.22

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

三月　日

謄本を捧上

→2月19日下船茶礼にて捧上

同（庚午）条弐特送

使書

1870.

12.22

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

三月　日

謄本を捧上

→2月19日下船茶礼にて捧上

同（庚午）条参特送

使書

1870.

12.22

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

三月　日

謄本を捧上

→2月19日下船茶礼にて捧上

遣礼曹送還京海南漂

民書

1870.

12.22

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

十二月　日

本文に誤りが多く、別幅中の

品も異例のため退却

同遣東莱釜山書
1870.

12.22

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治三年庚午

十二月　日
捧上

10
1871.

2.10

同（庚午条一特）

送使倭二号船

同（庚午）条壱特送

使弐号船吹嘘

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国各道各官防禦所　僉足下

明治三年庚午

三月　日

前面に各道各官防禦所と書さ

れているので退却

1871.

3.24

庚午条万松送使書
1870.

12.27

日本国対馬州鍾碧山　万松院　誠恐和南上覆

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

六月　日

謄本を捧上

→2月28日下船茶礼にて捧上

同副書
1870.

12.27

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱府使　閤下

明治三年庚午

六月　日
謄本を捧上

12
1871.

2.22
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

3.4

13
1871.

2.29
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

3.27

14
1871.

3.15

庚午条副特送使

倭一号船
庚午条副特送使書

1871.

1.17

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治三年庚午

八月　日

謄本を捧上

→4月4日下船茶礼にて捧上

1871.

3.25

15
1871.

3.15

同（庚午条副特）

送使倭二号船

同（庚午）条副特送

使弐号船吹嘘

1871.

1.17

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国各道各官防禦所　僉足下

明治三年庚午

八月　日

前面に各道各官防禦所と書さ

れているので退却

1871.

4.27

16
1871.

3.20
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

4.7

17
1871.

4.11
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

4.15

18
1871.

4.16
倭飛船 （飛船吹嘘）

前面に各道各官防禦所と書さ

れているので退却

1871.

4.19

19
1871.

4.16
倭飛船 （飛船吹嘘）

前面に各道各官防禦所と書さ

れているので退却

遣礼曹送還昌原漂民

書

1871.

4.7

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

三月　日

謄本を捧上

→7月22日下船茶礼にて捧上

同遣東莱釜山書
1871.

4.7

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

三月　日
謄本を捧上

21
1871.

4.18

機張漂民借騎倭

船

（機張漂民駕船吹

嘘）

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

二月　日
捧上

1871.

4.27

22
1871.

4.18

霊岩漂民借騎倭

船

全羅道霊巌漂民駕船

吹嘘
「同前」 「同前」 捧上

1871.

4.27

1871.

7.8

1871.

2.19

1871.

3.24

1871.

5.4

1871.

2.25

1

2

9

11

20

庚午条万松院送

使倭船

1871.

2.17

昌原漂民領来差

倭船

1871.

4.18

新館守倭船
1871.

1.28

庚午条以酊菴送

使倭船

1871.

1.28

庚午条一特送使

倭一号船

1871.

2.10
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No. 入船 船 書契・吹嘘 作成 差出　・　宛所 日付 処置 出船

遣礼曹送還機張漂民

書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

二月　日

謄本を捧上

→7月22日下船茶礼にて捧上

同遣東莱釜山書
1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

二月　日
謄本を捧上

遣礼曹送還霊光漂民

書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

三月　日
捧上

同遣東莱釜山書
1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

三月　日
捧上

遣礼曹送還霊巌漂民

書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

二月　日

謄本を捧上

→7月23日下船茶礼にて捧上

同遣東莱釜山書
1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

二月　日
謄本を捧上

25
1871.

4.22

（霊光）漂民借騎

船
駕船吹嘘

(1871.

3.12)

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

三月　日
捧上

1871.

5.4

26
1871.

4.22

（昌原）漂民借騎

船
同駕船吹嘘

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

月　日
捧上

1871.

5.4

同（辛未年）条第弐

船書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

正月　日

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

（辛未年条第三船

書）

1871.

3.13

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

28
1871.

4.23
飛船 （飛船吹嘘） 捧上

同（辛未年）条以酊

送使書

1871.

3.13

日本国対馬州瞎驢山　以酊菴　和南奉啓

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

二月　日

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

同副書
1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱府使　閤下

明治四年辛未

二月　日
謄本を捧上

同（辛未年）条第四

船書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

二月　日

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

同（辛未年）条第五

船書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

二月　日

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

同（辛未年）条自第

六船至第拾七船書

1871.

3.13
（第五船書と同じ）

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

30
1871.

4.24

当（辛未）年条第

一船送使倭船
辛未条第壱船書

1871.

3.13

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

正月　日

謄本を捧上

→10月4日下船茶礼にて捧上

1871.

6.17

31
1871.

5.8
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

6.9

32
1871.

5.22
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

6.21

33
1871.

5.28
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

6.28

34
1871.

5.29
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

7.5

遣礼曹送還済州大静

漂民書

1871.

5.10

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

四月　日

謄本を捧上

→7月23日下船茶礼にて捧上

同遣東莱釜山書
1871.

5.10

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

四月　日
謄本を捧上

36
1871.

5.30

同（大静）漂民借

騎船
同駕船吹嘘

(1871.

5.10)

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

四月　日
捧上

1871.

6.17

遣礼曹送還全羅道霊

光同道楽安漂民書

1871.

5.10

日本国左近衛少将対馬守平　義達　奉書

朝鮮国礼曹大人　閤下

明治四年辛未

四月　日

謄本を捧上

→7月24日下船茶礼にて捧上

同遣東莱釜山書
1871.

5.10

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓書

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

四月　日
謄本を捧上

38
1871.

6.4

同（霊光）漂民借

騎倭船
同駕船吹嘘

(1871.

5.10)

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

四月　日
捧上

1871.

6.19

39
1871.

6.18
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

7.15

40
1871.

6.21
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

7.24

41
1871.

6.27
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

8.1

42
1871.

7.12
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

8.1

43
1871.

7.22
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

8.28

44
1871.

7.22
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

9.14

45
1871.

8.9

戊午条一特送使

倭水木船

戊午条壱特送使水木

船吹嘘

(1870.

8.14)

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国各道各官防禦所　僉足下

明治三年庚午

八月　日

前面に各道各官防禦所と書さ

れているので退却

1871.

8.23

46
1871.

8.14
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

9.14

47
1871.

8.19

戊午条二特送使

倭一号船

戊午条弐特送使壱号

船吹嘘

(1870.

8.14)

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治三年庚午

八月　日
捧上

1871.

9.7

48
1871.

9.5
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

9.22

24

27

29

1871.

5.4

1871.

6.7

1871.

6.5

1871.

6.7

1871.

7.12

1871.

8.15

大静標民領来差

倭船

霊光漂民領来差

倭船

1871.

6.4

23

35

37

1871.

5.30

（霊巌）漂民領来

差倭船

1871.

4.22

当（辛未）年条第

二船送使倭船

1871.

4.23

当（辛未）年条以

酊菴送使倭船

1871.

4.24

（機張）漂民領来

差倭船

1871.

4.22
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3.1 倭船の出入り 
まず全体の入航船数を見てみよう。表 1 を見

ると、1871年の 1年間に合計 63隻の船が入航し         
 

ており、このうち、漂民本船が 2隻あるので、倭
船の来航は61隻だったことがわかる。表2より、
この入航船の数を他の年と比べると、まず 1869
年が極端に少ないことがわかる。これは、1868（明
治元、高宗 5、戊辰）年 12 月に倭館に派遣され
た幹事裁判（今後は図書ではなく維新政府から与
えられた新印を用いることを通告する使節）・大
修参判使（王政復古を通告する使節）による書契
問題の影響を受け、漂差使や年例送使の派遣が見
送られていたことによるものである。一方、1870
年は、新印を図書に戻し、書契・吹嘘の自称を「日
本国左近衛少将対馬守平朝臣 義達」から「日本
国左近衛少将対馬守平 義達」へと改めることで
書契・吹嘘が受け入れられるようになった。その
ため、渋滞していた各使節の派遣が再開されたこ
とにより、渡航船が増加している 19)。 

1871 年を見ると、前年と比べて漂差使などの
臨時の使節が減少し、飛船の数が増加している。
特に、1870 年は 1 年を通して漂差使などの派遣
が行われているのに対し、1871年はNo.37以降、
漂差使の派遣は行われず、大船の渡航も 10月以
降は行われていない。 
さて、前述のように、朝鮮側は渡航船を個別に

表 2：『東萊府啓録』に見える倭船数 

No. 入船 船 書契・吹嘘 作成 差出　・　宛所 日付 処置 出船

49
1871.

9.5
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

10.16

50
1871.

9.11

戊午条二特送使

倭二号船

戊午条弐特送使弐号

船吹嘘

1871.

7.25

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

七月　日
捧上

1871.

9.25

51
1871.

9.21

戊午条三特送使

倭一号船

同条参特送使壱号船

吹嘘

1871.

9.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

九月　日
捧上

1871.

10.2

52
1871.

9.21

同（戊午条三特）

送使倭二号船

同条参特送使弐号船

吹嘘

1871.

9.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

九月　日
捧上

1871.

10.2

53
1871.

9.21

同（戊午条三特）

送使倭水木船

同条参特送使水木船

吹嘘

1871.

9.4

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

九月　日
捧上

1871.

10.14

54
1871.

9.23

戊午条副（二か）

特送使倭水木船

同条弐特送使水木船

吹嘘
1871.

7.25

日本国左近衛少将対馬守平　義達　啓達

朝鮮国東莱釜山両令公　閤下

明治四年辛未

七月　日

前面に各道各官防禦所と書さ

れているので退却

1871.

12.14

55
1871.

10.14
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

10.22

56
1871.

10.14
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

11.14

57
1871.

11.12
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

11.14

58
1871.

11.12
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

11.24

59
1871.

12.12
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1871.

12.16

60
1871.

12.21
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1872.

1.10

61
1871.

12.23
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1872.

1.10

62
1871.

12.29
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1872.

1.25

63
1871.

12.29
倭飛船 （飛船吹嘘） 捧上

1872.

2.7

＜註＞

・船・書契・吹嘘名の（）は牧野による。

・飛船吹嘘は、どの船にいつ作った吹嘘が用いられているか判別できない。そのため、作成日・差出・宛所・日付は空欄としている。その他、史料上確認できないところは空欄と

した。

・No.12は、「今年二月二十一日来飛船」として、3月4日と3月7日に出船の記録がある。これは他に該当する船がないことから、ここでは仮に3月4日に出船したこととした。

・No.54は『東萊府啓録』では副特送使水木船としているが、対馬藩の史料に副特送使水木船吹嘘を発給した形跡がないことと、発給されていたのが二特送使水木船であるこ

とから、二特送使水木船と判断した。

・No.7・36・38・45・47は押印した記録がないため、船頭に渡した日付とし、No.25は押印の記録がないため、清書した日とした。

＜出典＞

前掲『東萊府啓録』、東京大学史料編纂所所蔵宗家史料『年条規外往翰』（明治3年）、国立国会図書館所蔵宗家文書『年条規外往翰』（明治4年）、長崎県立対馬歴史民俗

資料館所蔵対馬宗家文庫史料『御書翰御用掛中　出勤録』（明治3年）、同『御書翰御用掛中　出勤録』（明治4年）
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把握するために、書契・吹嘘の名称を利用してい
る。ただし、表 1を見ると、船名と書契の名称が
異なっている船がある。これは漂流民が日本での
取り調べで出身地を詐称したためである。例えば、
No.7・9の船が送還した「京海南漂民」は、対馬
藩が行った取り調べでは京畿道京居民と全羅道
海南居民と名乗っていた 20)。しかし、2月 5日、
No.7 の漂民本船に乗っていた船主姜千孫を訓
導・別差が問情したところ、彼は「全羅道済州牧
中面別刀里居民」であると述べた。訓導・別差が
「汝矣既是済州之民、則倭人路引中、何以海南書
来耶」と対馬藩が発給した駕船吹嘘に「海南」漂
民と書いてある理由を問い質したところ、物主金
成汝は「曽聞済州之民、漂入倭国、輒皆殺害云、
故果為換告」、すなわち済州島出身者は日本に漂
着すると殺害されると聞いたので海南居民と名
乗ったと応えている 21)。そのため、朝鮮側は No.7
の船を「全羅道済州順付漂民本船」として、書契
とは別の名で把握しているのである 22)。 
また、書契・吹嘘の有無による渡航船への対応

の区別は、厳然として存在した。1871年 6月 13
日、済州沖で保護された「日本国薩州倭船」は、
書契・吹嘘を携行しておらず、漂流船として扱わ
れた。本来、漂流船は「多太浦及牛浦ニテ問情、
受取ノ手数」のところ、訓導から「近来百姓困弊
ニ付、此段御垂憐被下、当節ニ限リ権宜ノ御措置
被下度」とされ、倭館に引き渡された 23)。薩州漂
民はこの時、倭館に上陸しているが、それは朝鮮
側の都合によりとられた処置であり、こうした対
応はあくまでも異例のものとされている。つまり、
この時点で書契の有無で渡航船への対応が区別
されており、書契、吹嘘の渡航証としての機能が
当時も失われていなかったのである。広津の主張
は杞憂ではなかったと言えよう。 
3.2 書契・吹嘘の使用 
次に、書契・吹嘘がどれだけ使用されたか、そ

の本数を確認してみよう。 
使用された書契・吹嘘の本数は、表 2より 1871

年の 1年間で 86本に及び、1869年は 38本、1870
年は 88本であったことがわかる。1869年は前述
のように書契問題の影響で使節派遣が減少して
おり、書契・吹嘘の使用も少ない。一方、1870年
は書式を改撰した複数の書契が飛船によって運
ばれることがあったため、船の数に対して書契・
吹嘘の本数が多くなっている。1871 年は辛未年
条の年例送使に加えて、前年の年例送使が来航し
ていることもあり、書契の数が多くなっている。
ただし、辛未年条の年例送使も、1871 年中に派
遣が全て終わっているわけではない。辛未年条の
一特送使は 1872年の 1月 15日 24)、萬松院送使
は同 21日 25)、副特送使は 2月 2日 26)に渡館して
いる。 
さて、どの年も最も数が多いのは、飛船吹嘘で

ある。飛船吹嘘は「凡拾四五本も以酊庵江被 仰
遣、清書御押印上封相済、御関所江差下置、御関
所ニ而致払底候得者、申越候次第以酊庵被 仰遣
候事」とされており、一度に 10本以上まとめて
作成してストックし、適宜使用していたようであ
る 27)。1871年の発給の様子を見ると、4月 23日
に「四月付」のものが 12本、7月 25日に「七月
付」のものが 10本押印されており、合計 22本発
給されたことが確認できる。他に、4 月 12 日に
「正月付」飛船吹嘘 2 本が清書されているもの
の、翌日になって「月付之儀ニ依不用事」として
押印が見送られている。また、10 月 12 日に 10
本の清書、12月 3日に「七月附」1本、12月 4日
に 1 本の清書が行われているものの、押印は確
認できない 28)。 
次に多いのは使節船以外の大船である。使節の
乗船しない大船は、漂流民送還の際に用いる駕船
吹嘘の他は年例送使の第二船・水木船という扱い
であった。そうした船の吹嘘は、年例送使船に対
応したものが発給され、その年に渡し終わらな
かった分は翌年に持ち越して使用された。年中に
使い切った後、使節の乗らない大船を出す場合は、
それまでに使っていなかった再渡吹嘘を古い干
支の順に使用することとなっていた 29)。No.45・
47・50〜54 はそうした吹嘘の例で、戊午条一特
送使の水木船から使用されている。書契の作成日
を見ると、No.45のように押印から使用まで約 1
年経っているものもあり、急な用件での渡航に備
えてストックされていたと考えられる。 
3.3 書契・吹嘘への対応 
では、朝鮮側が書契・吹嘘にどのような対応を
行っているのかを見てみよう。 
表 1を見てわかるように、多くの書契・吹嘘が
問題なく捧上されているものの、いくつかが退却
されている。 
まず、書契・吹嘘が退却されている事例を見て
みよう。最も多いのが、書式の宛所に「各道各官
防禦所」と書かれていることが「異例」であると
して退却されているものである（No. 10・15・18・
19・45・54）。この事例は 1869・70年にも多く見
られ、二号船・水木船などの大船用吹嘘がこれを
理由に退却されている。ただし、二号船吹嘘でも
No.50のように「東莱釜山両令公」宛で書かれて
いるものもある。なぜ 2 種類の宛所の書かれた
吹嘘が同時期に作成されているのか、その理由は
判然としない。また、No.18・19のように、この
「各道各官防禦所」が飛船吹嘘に書かれていたと
いうケースもある。しかし、対馬藩の史料に掲載
されている飛船吹嘘の宛所は全て「東莱釜山両令
公 閤下」とされており 30)、どちらが本当なのか
は確認し得ない。 
一方、1871 年の 1 年間で、書契の本文に対す
る異難は一例しか見られない。No.9 の京海南漂
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民順付書は、「辞縁、亦多做借（錯か−牧野）、別
幅物種、有違常例」、すなわち文の中に誤りが多
く 31)、また別幅（贈物のリスト）の品に常例と違
うものが入っているとして退却されている。この
書契の改撰については、2 月 12 日に国元の御書
翰御用掛に伝えられている 32)ものの、この後、こ
の書契が改撰され、朝鮮側に捧上されたかどうか
は確認できない。ただし、この書契に対する礼曹
からの返翰が存在している 33)ことから、おそら
く改撰書契が作成されたと考えることができる。 
3.4 書契・吹嘘の名義 
最後に、書契・吹嘘の名義について見てみよう。

表 1を見ると、1871年の 1年間、同じ名義のも
のが使われ、変化していないことがわかる。 

1868 年末に派遣された幹事裁判・大修参判使
書契の自称は、従来「日本国対馬州太守拾遺平 
義達」だったものを、維新政府の命を受けて「日
本国左近衛少将対馬守平朝臣 義達」と変更した。
それにともない、1869年 4月 3日に渡館した漂
民順付船が携行した「遣礼曹送還康津漂民書」34)

をはじめとして、己巳年条の年例送使書契などの
名義もあわせて変更された。この変更の理由を、
館守倭は「去年十一月以明治改年、弊州州主陞資
後、書契与路引中、以左近衛少将平朝臣書来」、
すなわち藩主の昇進にともなって変更したもの
と主張した 35)。以後、1870年 3月 20日に来航し
た飛船の吹嘘までこの名義での書契・吹嘘が使用
されている 36)ものの、4月 9日に来航した飛船が
兼帯した己巳年条年例送使などの書契からは「日
本国左近衛少将対馬守平 義達」となり 37)、その
後は変化していない。 
廃藩置県が断行されたのは 7月 14日で、この

ことが国元に伝わったのは 8 月 6 日 38)、倭館に
伝わったのは 8月 14日である 39)。しかし、表 1
を見てわかるように、これ以降に作成された書契
（No.45・47・51〜53など）の自称も「日本国左
近衛少将対馬守平 義達」であり、廃藩置県・家
役罷免にともなった変更は行われていない。また、
飛船吹嘘も同様であった。先述の飛船吹嘘の発給
状況から考えると、廃藩置県・家役罷免が国元に
伝わる以前、すなわち 4月 23日・7月 25日に発
給された飛船吹嘘が 8 月以降に用いられたと考
えられ、これらの飛船吹嘘の自称もそれまでのも
のと同じ「日本国左近衛少将対馬守平 義達」で
あったはずである。したがって、この時期存在し
ないはずの名義の書契・吹嘘が発給され、使用さ
れているということになる。 

 
4. 廃藩置県と日朝関係 
さて、復元した 1871年の様子を見ると、書契・

吹嘘の使用という点では、廃藩置県前後で大きな
変化を見いだすことはできない。書契・吹嘘の自
称は一定であり、朝鮮側もいくつかを除いては受

け入れている。しかし、本稿が注目したいのは、
この見た目上の変化がない状況のなかで、存在し
ないはずの対馬島主名義の吹嘘が携行され、また
受け入れられているということである。 
広津は廃藩置県以前より、対馬藩の存在を理由
として外務省官員との接触を拒否する朝鮮側に
対し、その主張の根拠を奪うため、宗氏家役の罷
免を行うよう主張していた 40)。広津にとって、廃
藩置県・家役罷免は自らの主張に沿ったもので
あった。しかし、前述の通り、書契・吹嘘の渡航
証としての機能は失われておらず、廃藩置県後も
その有無により倭館への入航の可否が判断され
ていた。また、廃藩置県・家役罷免以後に使われ
ていた吹嘘は、いないはずの対馬島主名義のもの
であり、名義と実際との間に齟齬が生じていた。
広津は、こうした事態が「自然相洩レ、万一彼ヨ
リ御改制ノ次第ヲ問ヒ、或ハ歳遣船名実齟齬ノ儀
等ヲ難シ候様ノ儀」があると不都合であるとして
41)、次のような対策を考えていた 42)。 
【史料 4】 

従前ノ歳遣船ハ、今般藩県御改制ニ拘ラス、
廃スヘキヲ廃シ遣ルヘキヲ遣リ、其文引ヲ
改メ、後来公平ノ貿易ヲ盛大ナラシメサル
可ラサル情実ハ、五月以来陳上ノ通リニ候
ヘトモ、今般大丞殿渡韓遅延相成候ニ付テ
ハ、矢張宗氏ノ文引無之テハ一隻船ノ投錨
タ（ヲか−牧野）モ差留メ候ハ顕然ニ候ヘハ、
一般ノ藩知事ハ免セラレ候ヘトモ対馬州太
守ハ当分ノ処未タ免セサレサル姿ニ無之テ
ハ、反的渡海ニモ差支候様相成曖昧中絶可
仕、然レハ迚一旦虚ヲ伝エ候儀ハ後図ニ便
ナラサルノミナラス、第一宏規大度方今ノ
御体裁ニモ反シ可申、此辺如何ニモ痛心仕
候、何卒御熟評ノ上委曲ノ御指揮ヲ蒙リ度
事、 

すなわち、宗氏の書契・吹嘘がなくては入航で
きないため、廃藩置県・家役罷免報知までは藩知
事は免じられたが当分の間は対馬島主であると
いう姿にして書契・吹嘘を用いるとしている。対
馬島主という存在が日朝通交において持つ影響
力の大きさを示していると言えよう。 
一方、広津らが書契・吹嘘の名実齟齬を気にし
ながら、旧来のものを使用し続けたのに対し、朝
鮮側はそれらを受け入れ続けた。なぜなら、朝鮮
側は対馬島主の消滅を、少なくとも公的に認識し
ていなかったためである 
従来、対馬藩から藩主の襲封を知らせる告襲参
判使が派遣され、朝鮮側は島主の交代を公的に知
ることとなった 43)。しかし、1871年中、廃藩置
県・家役罷免の報知は行われなかった。したがっ
て、朝鮮側にとって対馬島主はいまだ宗義達であ
り、その名義の書契・吹嘘の効力は失われていな
かったのである。 
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そもそも、朝鮮側は王政復古を通告する大修参
判使の書契を、書契の異例を理由として受け取っ
ておらず、したがって通交の相手であった江戸幕
府の将軍の不在についても公的に認識していな
かった。それは、天皇と朝鮮国王との交際であれ
ば必ず交礼問題が生じるため、朝鮮側は維新政
府・外務省との接触を避けていたのである 44)。こ
うした意味で、当時の日朝関係の主導権は朝鮮側
が握っていたと言えよう。 
こうして、近世日朝関係の通交のあり方が強固

に残り、島主消滅後も書契・吹嘘が使われ続ける
という状態が生まれることとなった。しかし、一
方でそれは、対馬島主が不在であっても渡航証の
発給が可能であり、それが効力を持つということ
を意味した。外務省による外交の「一元化」を可
能とする道が、こうして開かれることとなったの
である。 
 
5. おわりに 
本稿は、1871 年の書契・吹嘘の使用実態を復

元することで、廃藩置県により日朝間に生じた矛
盾を明らかにした。この状態は、『東萊府啓録』
で確認できる範囲で言えば、少なくとも 1874（明
治 7、高宗 11、甲戌）年 2月まで続いている 45)。
最後に、今後の展望を示しておきたい。 
広津は、廃藩置県・家役罷免を速やかに朝鮮側

に報知するよう求め続けた。しかし、その決定は
なかなか下りず、結局、広津の求めていたかたち
とは大きく姿を変え、1872年 1月 14日、元対馬
藩士相良正樹を正官とした使節が派遣されるこ
ととなった。ただし、この時携行された書契は、
3 月 20 日、倭館で小通事崔在守らが写し取って
いったものの、それに対する回答は先延ばし続け
られ、結局受け取られることはなかった 46)。廃藩
置県による対馬島主消滅の事実について、朝鮮政
府は公的に認識することはなく、1871 年末と同
じ状態が、これ以後も続くこととなったのである。 
外交の「一元化」は、こうした状況の下で進め

られた。外務大丞花房義質は、1872 年 9 月の倭
館「接収」の際、渡航証発給についての規則を整
備し、対馬の外務省出張所で旧来通りのかたちの
飛船吹嘘を発給することとなった 47)。こうして
発給された吹嘘は、朝鮮側が廃藩置県の事実を認
識しない限り効力を持つものであった。一方、朝
鮮側は名義の齟齬を指摘した場合、外務省官員森
山茂は「尚之ヲ論難セラルヽナラハ、其旨趣ヲ礼
曹参判ヨリ宗氏へ書送アリテ然ルヘシ」と答える
こととしていた 48)。つまり、齟齬を指摘すると、
外務大丞となった宗義達と接触しなければなら
ず、それは朝鮮側が避け続けてきた外務省との交
渉の席に着かなければならないこととなる。 
外務省官員は「辛未十月」付の飛船吹嘘を使用

し続け、「黙許ノ域」に至らしめた 49)。彼らが用

いた論理は、本稿で垣間見たような日朝間の矛盾
を突いたものであり、その淵源は 1871年の時点
で胚胎されていたと言えるのである。この点につ
いては、別稿で論じることとしたい。 
 
謝辞：本研究は日本学術振興会科学研究費（若手
研究(B)：課題番号 16K16917）の補助を受けて
行われた。関係各位に謝意を表する。 
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1) 1869年の版籍奉還以後、対馬藩は厳原藩と改称し、藩
主宗義達も宗重正と改名した。しかし、書契の名義は旧
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以下略）Ref.B03030162300））。本稿で引用する史料に
ついて、句読点は特に断らない限り筆者による。また、
固有名詞以外の旧字体・異体字は常用のものになおし
た。 

5) 田保橋潔『近代日鮮関係の研究』（朝鮮総督府中枢院、
1940年）。 

6) 上野隆生「幕末・維新期の朝鮮政策と対馬藩」（『年報
近代日本研究』7、1985年）、荒野泰典「明治維新期の
日朝外交体制「一元化」問題」（同『近世日本と東アジ
ア』東京大学出版会、1988年、初出は 1987年）、高橋
秀直「廃藩置県後の朝鮮政策」（『人文論集』（神戸商科
大学）26―3・4、1991 年）、諸洪一「明治初期におけ
る日朝交渉の放棄と倭館」（『年報朝鮮学』6、1997年）
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7) 池内敏「倭館と漂流民の明治維新」（同『近世日本と朝
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川寛「明治維新と朝鮮・対馬関係」（明治維新史学会編
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態」（『史観』144、2001年）。 

9) 本稿では大韓民国文教部国史編纂委員会編『各司謄録
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12) 『東萊府啓録』同治 8 年 2 月 13 日東莱府使鄭顕徳
状啓。『東莱府啓録』の史料について、句読点は原文の
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夫『朝鮮吏読辞典』（ペン・エンタープライズ、2006年）
による。 
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13) 六反田豊「19世紀慶尚道沿岸における「朝倭未弁船」
接近と水軍営鎮等の対応」（『大阪市立大学東洋史論叢 
別冊特集号』2009 年）。朝鮮側の地方官の配置や漂着
船対応についても、本稿によるところが大きい。 

14) 年例送使とは、対馬藩と礼曹（儀礼・外交を管掌す
る部署）との間での定期的な外交儀礼を主な役割とす
るもので、第一船から第十七船送使・以酊庵送使・一特
送使・万松院送使・副特送使がある。彼らは、倭館にお
いて儀礼的な物品の贈答である「進上」・「回賜」や日本
から持ってきた銅を朝鮮政府が木綿や米で買い取る公
貿易を行った。 

15) 李薫（池内敏訳）『朝鮮後期漂流民と日朝関係』（法
政大学出版局、2008年）95ページ。 

16) 『東萊府啓録』同治 10年 3月 12日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

17) 史料中では「三月」とされているものの、『東萊府啓
録』に 3 月 5 日に来航した飛船の記録はなく、一方 2
月 5 日来航の倭飛船が出港した形跡がないことから、
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18) 拙稿「維新期の書契問題と朝鮮の対応」（『待兼山論
叢』史学篇 44、2010年 12月）。ただし、1869年 2月
6日、『東萊府啓録』では倭飛船が 1艘到館したことと
なっているものの、館守『毎日記』によると、2月 5日
鰐浦飛船と佐須奈飛船の 2 隻が入航している。この船
のうちどちらかに大島友之允が乗船し、告還書契を携
行していたとされているが、『東萊府啓録』にこの船と
書契の記載が存在しない。 

19) 詳しくは石川寛 2003 年「明治期の大修参判使と対
馬藩」（『歴史学研究』775）、牧野前掲 2010年 12月論
文を参照。 

20) 「遣礼曹送還京海南漂民書」（国会宗家文書『年条規
外往翰』（明治 4年））。 

21) 『東萊府啓録』同治 10年 2月 11日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

22) こうした事例は他にも見られる。詳しくは、池内敏
「出身地を詐称する漂流民」（同『近世日本と朝鮮漂流
民』（臨川書店、1998年）、初出は 1995年）を参照。 

23) 『日本外交文書』第 4 巻 202 附記 2、1871 年 7 月
23日付吉岡弘毅より広津弘信宛書翰。 

24) 『東萊府啓録』同治 11年 1月 18日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

25) 『東萊府啓録』同治 11年 1月 26日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

26) 『東萊府啓録』同治 11 年 2 月 3 日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

27) 長崎県立対馬歴史民俗資料館所蔵対馬宗家文庫史料
（以下、対馬宗家史料と略）『吹嘘渡順之覚』。 

28) 対馬宗家史料『御書翰御用掛中 出勤録』（明治 4年）。 
29) 前掲『吹嘘渡順之覚』。 
30) 前掲『年条規外往翰』（明治 4年）。 
31) 『年条規外往翰』（明治 4年）でこの書契の文面を確
認すると、訂正箇所が書き込まれており、具体的にどこ
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南居民」に、「八月十二日行買于同道泗川二十二日自泗
川離発赴慶尚道西生浦買得乾魚」は「八月十二日行買于
慶尚道泗川二十二日自泗川離発赴同道西生浦買得乾魚」
と修正されている。 

32) 別幅については、2 月 28 日、「順付漂民別幅之品先
観ニ違候付、外向ゟ改撰之義申出候段館司ゟ申来」とあ
り、これ以降に改撰したと考えられる。（前掲『御書翰
御用掛中 出勤録』（明治 4年）） 

33) 前掲『年条規外往翰』（明治 4年）。 
34) 対馬宗家史料『本邦朝鮮往復書』（慶応 4（明治元）
年）。 

35) 『東萊府啓録』同治 10年 12月 3日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

36) 『東萊府啓録』同治 9 年 3 月 21 日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

37) 『東萊府啓録』同治 9 年 4 月 10 日東莱府使鄭顕徳
状啓。 

38) 前掲『御書翰御用掛 出勤録』（明治 4年）。 
39) 対馬宗家史料『大修参判使記録』明治 4年 8月 14日
条。 

40) 詳しくは拙稿「明治初期外務省の対朝鮮外交と近世
日朝関係」（『朝鮮学報』230、2014年）を参照のこと。 
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42) 1871年 9月 23日広津弘信より「至急伺書」（『日本
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義達の襲封を伝える告襲使が派遣されており、『両国往
復書謄 百九拾三番』（国立国会図書館所蔵宗家文書）
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44) 拙稿「明治維新期日朝間における交礼問題」（『九州
史学』154、2010年 1月）、同「明治維新期の対馬藩と
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ので、いつの状啓かはわからない。 
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A Study About the Management of Japanese Ships, Diplomatic Documents and Travel 
Documents at the Wakan in the Period Before and After the Abolition of the Han 

System 
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Abstract: I investigated the diplomatic documents（書契）and the travel documents（吹嘘）, which permitted 

Japanese ships to enter the Wakan, especially used in 1871.  By doing so, the following facts were clarified.  

According to a document, 61 Japanese ships entered the Wakan 1871 and used 86 書契 and 吹嘘 in total.  書契 

and 吹嘘 were written in the same as before, even after the han system had been abolished on 14th of the July.  

In the Edo period, 書契 and 吹嘘 were supposed to be written by Tsushima’s feudal lord, and Japanese ships 

without these documents were not permitted to inter the Wakan.  However, the Abolition of the han system 

deprived Tsushima’s feudal lord of his status.  In spite of this situation, 書契 and 吹嘘 continued to be published 

and used in the name of Tsushima’s feudal lord who no longer existed.  In conclusion, 書契 and 吹嘘 violating 

the rules had been used after the Abolition of the han system. 

 

Key words: 書契, 吹嘘, Wakan, Abolition of the han system 
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全国高等専門学校 
第 30回プログラミングコンテスト 

競技部門 大会出場報告 
 

Report of the 30th programing contest 
 

久万颯一郎１・河原未侑２・中島滉太３・大森崇志３・舩木英岳４ 

Soichiro KUMA, Miyu KAWARA, Kota NAKASHIMA, Takashi OHMORI  
and Hidetake FUNAKI 

 
 
1. はじめに 
令和元年 10月 13日および 14日に宮崎県都城

市の都城市総合文化ホールで全国高等専門学校
第 30回プログラミングコンテスト都城大会が開
催された．私たちは今大会の競技部門に向けて，
競技概要の発表が行われた同年 4 月より，問題
分析，最適なアルゴリズムの模索，解決プログラ
ムの開発を行い，大会本選に出場した． 
本稿では今大会の競技の概要のほか，私たち

が制作したシステムの概要，大会の様子および
結果について報告を行う. 
 
2. 競技概要 1) 

今回の実施された競技，「踊って舞って回って」
は，マス目に区切られたフィールド上で，いかに
多くの陣地を占有できるかを競うものである．
競技の概要を以下に述べていく．学生はプレイ
ヤーとなって，フィールド上を移動する複数の
エージェントの行動を決定する．試合はターン
制で進行し，1ターンごとに両チームのエージェ
ントが同時に行動する．プレイヤーは，決められ
た時間以内にすべてのエージェントの行動をサ
ーバーに送信しなければならない．一定のター
ン数が経過した時点で，エージェントが専有し
た陣地のポイントがその対戦での獲得ポイント
になる．1つの試合では，公開フィールドと非公
開フィールドを使って 1 回ずつ対戦する．これ
ら 2 対戦で獲得したポイントの合計によってそ
の試合の勝敗が決まる． 
 
 

2.1 公開フィールドと非公開フィールド 
競技で使用されるフィールドには二種類あり，

片方は公開フィールド，もう片方は非公開フィ
ールドと呼ばれる． 
公開フィールドは，同年 6 月に全国の競技部
門参加者から募集したものの中から選ばれた．
選ばれた複数のフィールドは同年 9 月に公式サ
イトにて公開され，本選ではその中のどれかが
使用される．本選は 10月にあるので，各チーム
は約 1 か月の間，公開されたフィールドに対し
て戦力分析を行う期間を設けられるのである． 
一方，非公開フィールドでの対戦では事前公
開されている情報はなく，各チームはそのフィ
ールド情報を対戦開始直前に知ることとなる．
参加者には，どのようなフィールドでの対戦に
なっても対応することのできる，柔軟な戦略を
構築することが求められる． 
2.2 競技フィールド 
フィールドの大きさは，最大で縦 20マス×横

20マス，最小で 10マス×横 10マスの短形とな
っている．1チームのエージェントの数は，最大
で 8 体，最小で 2 体である．エージェントの初
期配置は必ずしも外側のマスであるとは限らず，
中央寄りの位置である可能性もある．エージェ
ントを初期配置したマスは，エージェントのチ
ームのタイルが設置される．フィールドの各マ
スには，-16 以上 16 以下の整数値の点数が，す
べてのマスの点数の合計が 0 以上になるように
配置される．エージェント及びフィールドは試
合ごとに異なり，いずれも初期配置による優劣
がないよう，対称的に配置される． 
2.3 エージェントの行動 
各エージェントは，1ターンに以下の行動のう
ち，いずれか一つを行うことができる． 
(1)移動：8 方向のいずれかの方向に 1 マス移動
することができる．移動したマスには自チー 

1舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 5年 
2舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 4年 
3舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 3年 
4舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 准教授 
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ムのタイルが設置される．ただし，相手チー
ムのタイルが置かれているマスには移動でき
ず，同じマスに複数のエージェントが入るこ
とはできない．複数のエージェントの移動先
がかぶった場合はそのマスを移動先に選んだ
すべてのエージェントの行動が無効となる．

(2)タイル除去：8方向のいずれかの隣接するマス
に置かれているタイルを取り除くことが出来
る．取り除くタイルは，相手チームのもので
も，自チームのものでもよい．ただし，エー
ジェントがいるマスのタイルを除去すること
はできない．

(3)停留：何もせず，現在いるマスにとどまること
ができる．行動を無効とされたエージェント
も全てこの行動をとる．

2.4 試合の進行 
(1)試合は公開フィールド戦と非公開フィールド
戦の 2回の対戦を行う．

(2)公開フィールド戦で使用するフィールドは試
合開始前に連絡があるが，非公開フィールド
戦のフィールド情報は非公開フィールド戦の
対戦開始と同時に回答システムから取得する
ことが可能になる．

(3)各対戦の 1 ターンは，各チームがエージェン
トの行動を決定する作戦ステップと，両チー
ムが指示したエージェントの行動を反映し，
フィールド情報を更新する遷移ステップの 2
つを順に行う．

(4)作戦ステップで各チームは，決定した行動を
有線 LANに接続した各チームの PCから回答
システムに送信する．適切に送信されなかっ
た場合，エージェントは停留を選んだものと
して扱われる．また，作戦ステップの間，各
チームはフィールド情報を自由に回答システ
ムから取得することができる．

(5)1回戦，2回戦，敗者復活戦では，1チーム対
1チームの試合を同時に複数，つまり，チーム
Aがチーム B,C,Dと同時に試合をする．

2.5 得点の計算 
(1)得点：得点には，タイルポイントと領域ポイン
トの 2種類があり，最終ターン終了時点での
2 種類の得点の合計をその対戦におけるチー
ムの得点とする．

(2)タイルポイント：自チームのタイルが置かれ
ているマスの点数の合計値．

(3)自チームのタイルによって囲まれた領域のマ
スの点数の合計値．この時，マイナスのマス
もプラスの点数として計算する．

例えば，図 1 のようにタイルが置かれていた場
合の得点は，タイルポイント 1点と領域ポイ
ント 0点で，チームの得点は 1点となる．

 一方，図 2 のようにタイルが置かれていた場
合，-3のタイルを囲んでいるため，囲まれた
-3のタイルはプラスの点数として領域ポイン
トに加算され，タイルポイント 4点，領域ポ
イント 3点で，チームの得点は 7点となる．

 

図1 領地占有の例1

 

図2 領地占有の例2

2.6 回答システム 
プレイヤーは競技ブースに用意された有線

LAN に各チーム受信側 PC を接続し，作戦ステ
ップ中に，現在までのフィールド情報を回答シ
ステムから取得することができる．また，同じく
作戦ステップ中に次ステップの行動を回答シス
テムに送信しなければならない．
 
 3. システム概要 
今回の競技では，限られた時間の中で点数配

置や進行状況を考慮した，最適な行動を算出す
る必要がある．よって，私たちは AIを用いて最
も評価の高い解を算出し，その解をターンの行
動として送信する．
3.1 データの入力 
作戦ステップの最初に，回答システムからテ

キストファイルでデータを取得する．データの
取得も制限時間に含まれるので，後述のプレイ
ヤーの支持決定アルゴリズムに素早くデータを
伝える必要がある．

─ 36 ─

久万　颯一郎，河原　未侑，中島　滉太，大森　崇志，舩木　英岳 舞鶴高専紀要



 

 

3.2 プレイヤーの指示決定アルゴリズム 
行動可能な n 手先までの行動パターンの中か

ら，自チームが得られる得点が一番多いものを
選択するアルゴリズムを用いて，エージェント
の最適な行動を算出する．この nは試合中に PC
への手動入力によって変更できるものとする．
図 3，図 4はそれぞれ実際に試合中に PCに表示
した画面である． 次ターンの相手チームの行
動は計算の要素に含めず，n手の行動で得られる
タイルポイントが最も多くなる行動を最適な方
法とする．また，相手チームの失点分は自チーム
の得点と考える．エージェント同士の行動が重
なった場合，各エージェントの得点を考慮に入
れて，優先度を決定する方法だと，入力の制限時
間に間に合わない可能性があるため，エージェ
ント IDの低いエージェントの行動から順に優先
していく．

 
図3 フィールド表示 

 

 
図4 各種データの表示 

 
3.3 データの出力 
算出した行動を JSON フォーマットのデータ

に変換し，Curl コマンドを用いて回答システム
に送信する．

4. 大会の結果 
1回戦では敗退したが，敗者復活戦では勝利を

収めた．しかし，2回戦で惜しくも僅差で負けて
しまい，2回戦敗退という結果となった．
４.1 今大会における成績 

1回戦，敗者復活戦および 2回戦での詳細な結
果は以下の通りである．

1回戦での対戦相手は，富山高専射水キャンパ
ス，熊本高専八代キャンパス，大阪府大高専の 3
校であった．結果は，富山高専射水キャンパスに
16 - 72 で敗北，熊本高専八代キャンパスに 16 - 
138で敗北，大阪府大高専とは 16 - 16で引き分
けた．リーグ内順位は 3位であった．
敗者復活戦での対戦相手は，長岡高専，木更津

高専，神戸高専の 3校であった．結果は，長岡高
専に 487 - 34で勝利，木更津高専に 352 -  14で
勝利，神戸高専に 468 - 26で勝利．リーグ内順位
1位で，2回戦への進出を果たした．

2 回戦の対戦相手は熊本高専八代キャンパス，
八戸高専，新居浜高専の 3校であった．結果は，
熊本高専八代キャンパスに 951 - 2で勝利，八戸
高専に 285 - 373で敗北，新居浜高専に 757  - 2
で勝利．リーグ内順位は 2位となり，2回戦敗退
となった．
４.2 今大会における問題点および反省点 
今大会での問題点と反省点を述べていく．
1日目は，回答を送信する部分のプログラムミ

スにより回答の送信ができず，すべての行動が
無効となってしまった．事前に配布されていた
当日の回答システムを模したサンプルサーバで
は問題なく動作したため，見落していたタイピ
ングミスが，本選当日の回答システムではエラ
ーとして処理されてしまったためである．事前
の書類で配布されている書式と合うかどうかを
よく確認する必要があった．
また，2日目の八戸高専との試合では，相手の
アルゴリズムが予測できておらず，うまく対応
できなかった．今回はシステムの完成が遅く，予
定していた実戦形式による試行をあまり行うこ
とができていなかった点が反省点である．

5. 来年度の課題 
今大会の結果を踏まえ，来年度に向けて当分

の活動内容をメンバーの技術向上と，一部制度
の見直しとすることを決定した．
メンバーの技術向上についてだが，主に，機械

学習を使えるようになることである．今年度の
システムでは，開発段階で機械学習を用いて次
ステップでの行動を決定するという案があった．
今回はその案は却下されたのだが，実際に機械
学習を使用したシステムを作成することになっ
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ていたとして，そもそも機械学習を導入したプ
ログラムを書けるメンバーがおらず，当日まで
に完成しなかった可能性が高い．来年度以降の
競技内容に機械学習を使用することが最適解で
あるものが選ばれる可能性はあるので，チーム
として機械学習を使えるよう学習したい． 
次に制度の見直しについてだが，今回のシス

テムの開発中，メンバー内で仕事量にかなりの
差があった．一人に仕事が集中しすぎると，その
人が何らかの要因で作業ができなくなった場合，
全体としての進捗が止まってしまう可能性があ
る．今年度の場合，メンバー内での進捗を把握し
きれていなかったので，作業量が極力平等にな
るように仕事を分けて，お互いに進捗状況の共
有を徹底することを身に着けたい． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. おわりに 
今大会では，決勝トーナメントへの進出を果

たせず，悔いの残る結果となってしまった．今回
の大会での問題点，反省点を見直し，次回大会に
向けてチーム全体でより一層の努力を重ねてい
きたいと思う． 
最期に，私たちを支援してくださった本校の

教職員の皆様ならびに学生の皆様に深く感謝申
し上げます． 
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小・中学校におけるプログラミング講座の実施報告 
 

Report of the Programing Lectures in Elementary and Junior High Schools 
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Shinya KAWATO and Naotake SHINADA 

 
 

1. はじめに 
これまでに，著者は，小・中学生を対象とした

プログラミングの公開講座，および，出前授業を
実践してきたが，出前授業のための教材として，
新学習指導要領に沿えるソフトウェアやハード
ウェアの検討をしてきた 1), 2), 3)．具体的には，
Viscuit4)，Scratch5)，micro:bit6)，そして，MESH7)

などが挙げられるが，その中から，小学校，また
は，中学校の新学習指導要領に沿った授業の教材
と指導案を検討している．その一環として，舞鶴
高専電気情報工学科では，東舞鶴駅前緑地帯のイ
ルミネーション設置に関する事業に取り組んで
おり，昨年度は，micro:bitを学習した中学生が，
実際のイルミネーションの点灯パターンを制御
できる教材を開発している 8), 9)．本報告では，
2019年度に京都府内の小・中学校にて，プログ
ラミング教育に関する出前授業を実施したので，
その事例を報告する． 
 
2. 新学習指導要領 
2.1 小学校新学習指導要領 

2020 年度に小学校学習指導要領が改定され，
児童のプログラミング的思考を育むために，順次，
プログラミング教育が始まる．その一方で，小・
中学校の教員が，プログラミング教材の検討，準
備，および，それを改善する時間を取れないと予
想される．文部科学省が，2018 年 3 月に公開し
た「小学校プログラミング教育の手引き (第 1版)」
によると，新小学校学習指導要領における小学校
段階のプログラミング教育についての基本的な
考え方や教育課程内における指導例や、企業・団
体や地域等との連携の例を 5 つのカテゴリに分
類している．「学習指導要領に例示されている単
元で実施するもの」については，「正多角形の意
味を元に正多角形を描く場面（算数・小学校 5
年）」，「身の回りには電気の性質や働きを利用し
た道具があること等をプログラミングを通して

学習する場面（理科・小学校 6年）」，「情報を探
求課題に設定した学習場面（総合的な学習の時
間）」などを挙げている．

2.2 中学校新学習指導要領
2021 年度以降，中学校でも，従来の「計測・
制御のプログラミング」に加え，「ネットワーク
を利用した双方向性のあるコンテンツのプログ
ラミング」について学習することになっている．
「ネットワークを利用した双方向性のあるコン
テンツのプログラミング」を実施するためには，
児童や生徒のネットワーク利用，USBデバイス，
ブラウザの使用が制限されているため，中学校の
コンピュータ室にあるPCの設定と管理ポリシー
が，地方自治体に異なっているため，プログラミ
ング教育の導入に遅延が発生する可能性がある
と考えられる．

3. 事例 
3.1 京都府与謝野町立岩滝小学校での出前授業 

2019年 11月 22日（金），与謝野町立岩滝小学
校にて，5年生の「総合的な学習の時間」の一環
として，出前授業「プログラミングにチャレンジ」
を実施した（図 1）．出前授業には，２クラス 52
名の児童，教員，与謝野町教育委員会担当者が参
加した．令和 2年度より，小学校学習指導要領が
改訂され，本格的に，プログラミング教育が導入
されるため，その前段階として，児童と教員がプ
ログラミングを体験できる出前授業の内容を検
討してきた．
まず，身の回りにあるコンピュータを挙げても
らい，家電製品を含めるとたくさんのコンピュー
タがあることを紹介し，それらは，プログラミン
グをすることで動作していることを紹介した．次
に，「朝の準備」に例え，プログラミングの基本
である順次処理，分岐処理，反復処理を説明し，
本題である絵を描きながら，プログラミングを体
験した（図 2）．キャラクターとプログラミング
を組み合わせることによって，自分の考えた通り
に自分で描いたキャラクターを動かすことがで
きたため，プログラミング的思考を培うための第
一歩になったと考えられる．

1 舞鶴工業高等専門学校 電気情報工学科 准教授 
2 京都府与謝野町立岩滝小学校 教諭（教務主任） 
3 京都府相楽東部広域連合立和束中学校 教諭 
4 京都府京丹後市立丹後中学校 教諭 
5 京都府舞鶴市立城南中学校 教諭  
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3.2 京都府京丹後市立丹後中学校での出前授業 
2019年 7月 11日（木）に，京丹後市立丹後中

学校にて，3年生 2クラス，40名の生徒を対象に
「小さなコンピュータを使ったプログラミング」
と題して，micro:bitを利用したプログラミングの
授業を行った．
この授業を通して，プログラムの処理手順を学

習し，また，スピーカーを接続して，音を鳴らす
プログラミングの課題を達成することができた．
昨年度の出前授業では，一人一人がプログラミン
グを体験したが，今年度は，「人を楽しませる
micro:bit」と題して，2〜5名の生徒がグループと

なり，課題に取り組み，それぞれのグループが独
自のシステムの制作を試みた．各グループの発想
には驚かされるシステムを製作しているグルー
プもあり，「計測・制御のプログラミング」の単
元の理解がさらに深まったと考えられる．授業の
様子を図 3，図 4に示す．

3.3 京都府相楽東部広域連合立和束中学校での
出前授業 

2019年 12月 19日（木）に，京都府相楽東部
広域連合立和束中学校にて，2年生，18名の生徒
を対象に「小さなコンピュータを使ったプログラ

 
図 1  岩滝小学校での授業 

 

 
図 3  丹後中学校での授業 

 

 
図 5 和束中学校での授業 

 
図 2  プログラミング課題 

 

 
図 4  丹後中学校での授業 

 

 
図 6 和束中学校での授業 
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ミング」と題して，micro:bitを利用したプログラ
ミングの授業を行った．一人１台ずつ PCを利用
することができたため，一人ずつ，プログラミン
グの課題を行った．micro:bitを利用したプログラ
ミングを通して，コンピュータの処理手順を学習
し，また，スピーカーを接続して，音を鳴らすプ
ログラミングの課題を達成することができた．授
業の様子を図 5，図 6に示す． 
 
4. おわりに 
本稿では，与謝野町立岩滝小学校，京丹後市立

丹後中学校，および，京都府相楽東部広域連合立
和束中学校の 3 校で実施したプログラミングの
出前授業の事例について記した．Viscuit，Scratch，
micro:bitで作成したプログラミングを通して，児
童，および，生徒自身が画面やハードウェアに結
果が表示されるため，作品の評価やデバックを行
うことも可能であり，児童，および，生徒のプロ
グラミング的思考を育むことの第１歩となった． 
プログラミングに関する出前授業を行うため

には，ハードウェアの面での２つの課題がある．
１つ目には，来年度には，PC の OS である
Windows 7 がサポートを終了となる．2〜3 年を
かけて，順次，PCの更新が行われるため，停滞
する恐れもある．２つ目には，USB デバイス認
識やインターネットの制限は，各自治体の教育委
員会や学校で定められていることもあり，教材に
よっては支障をきたす場合があるので，全国で統
一した管理ポリシーが必要かもしれない．そのこ
ともあり，実施にあたっては，各校の PC室を利
用するためには，同じシステムであったとしても，
ソフトウェアの更新で，機能が変更される場合が
あり得るので，出前授業を実施する前に，動作確
認が必要となる．また，中学校では，「ネットワー
クを利用した双方向性のあるコンテンツプログ
ラミングによる問題の解決」の学習で，ネット
ワークや IP アドレスを学習できる課題が必要で
ある．教科書出版会社の副読本では，IPアドレス
を指定した上でのチャットシステムの課題が掲
載されているものの，いずれもソフトウェアのイ
ンストールが必要である． 
プログラミングの出前授業以前に，すでに，プ

ログラミングを学んでいる児童，および，生徒も
多かった．MMD研究所では，10〜15歳の小・中
学生 (174 名の小学生，261 名の中学生) を対象
とし，「小中学生のプログラミング教育に関する
意識調査」10)を行った．この調査報告では，「プ
ログラミングを学びたいか」という質問に対し，
83.9%の児童，および，76.7%の生徒が，それぞれ，
「学んでみたい」と回答している．一方で，保護
者は，「プログラミングを学んで欲しい」と思わ
れている保護者は，小学生の保護者で 78.6%，中
学生の保護者で 78.4%であった．保護者の方にも，

ご理解いただけるように，保護者向けの資料など
も作成したいと考えている． 
また，小・中学校の教員向けの研修会，および，
支援も必要であると考えている．文部科学省の
「2019 年度 市町村教育委員会における小学校
プログラミング教育に関する取組状況等調査」11)

では，全国の教育委員会を対象とするアンケート
調査を行っている．小学校では，プログラミング
教育の実施に向けて，93%の教育委員会が各校で
1名以上の教員が実践的な研修を実施したり，教
員が授業実践や模擬授業を実施していると回答
している．その一方で，小学校では 2020年度以
降，中学校では 2021年度以降の全面実施に向け
て，近隣の小学校，中学校，および，教育委員会
と情報交換が必要で，引き続き，プログラミング
教育に関連した出前授業や模擬授業を実施して
いきたいと考えている． 
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編集後記 
 

 紀要第 55号がここに刊行されました。今年度から，論文の他に報告・翻訳も募集するこ
とになり，ホームページでの公開に合わせて執筆要綱も改定しました。本紀要には，4編の
論文と 2編の報告が掲載されています。これらの成果が有効に活用されることを望みます。 
 最後に，年々校務等で多忙になる中で真摯に研究活動に取り組み，論文を投稿いただい

た著者各位に厚く御礼申し上げるとともに，紀要第 55号の発刊にご協力いただいた皆様に
深く感謝いたします。 
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